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発行者情報 

【表紙】  

【公表書類】 発行者情報 

【公表日】 2024年２月１日 

【発行者の名称】 株式会社東日本地所 

（Higashinihon Jisho Co.,Ltd.） 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒岩 主信 

【本店の所在の場所】 
埼玉県さいたま市中央区新都心７番地２ 

大宮サウスゲート５Ｆ 

【電話番号】 048-711-7371(代表) 

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 山田 義夫 

【担当Ｊ－Adviserの名称】 宝印刷株式会社 

【担当Ｊ－Adviserの代表者の役職氏名】 代表取締役社長  堆 誠一郎 

【担当Ｊ－Adviserの本店の所在の場所】 東京都豊島区高田三丁目28番８号 

【担当Ｊ－Adviser の財務状況が公表 
されるウェブサイトのアドレス】 

https://www.takara-company.co.jp/ir/reference/ 

【電話番号】 03-3971-3392 

【取引所金融商品市場等に関する事項】 当社は、当社普通株式を2024年２月27日にTOKYO PRO 

Marketへ上場する予定です。 

当社は、上場に際して投資家向け取得勧誘又は特定

投資家向け売付け勧誘等を実施しないことから、特

定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第

110条第３項の規定により、発行者情報に相当する情

報を公表いたします。 

なお、振替機関の名称及び住所は以下のとおりです。 

名称：株式会社証券保管振替機構 

住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号 

  

【公表されるホームページのアドレス】 株式会社東日本地所 

https://higashi-nihonjisho.com/ 

株式会社東京証券取引所 

https://www.jpx.co.jp/ 
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【投資者に対する注意事項】  

１ TOKYO PRO Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リス

クを含んでいる場合があります。投資者は、TOKYO PRO Marketの上場会社に適用される上場適格

性要件及び適時開示基準並びに市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行

う必要があります。また、投資者は、発行者情報により公表された情報を慎重に検討した上で投

資判断を行う必要があります。特に、第一部 第３ ４【事業等のリスク】において公表された

情報を慎重に検討する必要があります。 

 

２ 発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員（金融商品取引法（以下「法」とい

う。）第21条第１項第１号に規定する役員（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれ

らに準ずる者）をいう。）は、発行者情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は

公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠け

ていたときは、法第27条の34において準用する法第22条の規定に基づき、当該有価証券を取得し

た者に対し、情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負いま

す。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠

けていることを知っていたときは、この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽で

あり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができな

かったことを証明したときは、上記賠償責任を負いません。 

 

３ TOKYO PRO Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引

所金融商品市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO 

Marketにおいては、J-Adviserが重要な役割を担います。TOKYO PRO Marketの上場会社は、特定上

場有価証券に関する有価証券上場規程の特例（以下「特例」という。）に従って、各上場会社のた

めに行動するJ-Adviserを選任する必要があります。J-Adviserの役割には、上場適格性要件に関

する助言及び指導、並びに上場申請手続のマネジメントが含まれます。これらの点について、投

資者は、東京証券取引所のホームページ等に掲げられるTOKYO PRO Marketに係る諸規則に留意する

必要があります。 

 

４ 東京証券取引所は、発行者情報の内容（発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべ

き事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かと

いう点を含みますが、これらに限られません。）について、何らの表明又は保証等をしておら

ず、前記賠償責任その他の一切の責任を負いません。 
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第一部【企業情報】 

 

第１【本国における法制等の概要】 

該当事項はありません。 

 

第２【企業の概況】 

 

１【主要な経営指標等の推移】 

連結経営指標等 

回次 第５期 第６期 第７期 

決算年月  2021年８月  2022年８月 2023年８月 

売上高 （千円） － 2,953,460 3,381,448 

経常利益 （千円） － 240,044 313,923 

親会社株主に帰属する当期純利益 （千円） － 169,933 219,789 

包括利益 （千円） － 169,933 219,789 

純資産額 （千円） － 431,132 640,921 

総資産額 （千円） － 1,343,692 1,680,252 

１株当たり純資産額 （円） － 862.26 1,281.84 

１株当たり配当額 
（うち１株当たり中間配当額） 

（円） － 
100,000.00 

（－） 

100,000.00 

（－） 

１株当たり当期純利益金額 （円） － 339.87 439.58 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
（円） － －  － 

自己資本比率 （％） － 32.1 38.1 

自己資本利益率 （％） － 48.2 41.0 

株価収益率 （倍） － － － 

配当性向 （％） － 5.9 4.5 

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） － 514,129 34,659 

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） － △30,408 △56,794 

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） － △53,554 112,523 

現金及び現金同等物の期末残高 （千円） － 859,640 950,029 

従業員数 
（名） 

－ 78 87 

（外、臨時雇用者数） (－) (54) (51) 

（注）１．第６期より連結財務諸表を作成しております。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。 

３．株価収益率については、当社株式が非上場であるため記載しておりません。 
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４．2023年11月30日付で普通株式１株につき5,000株の株式分割を行っておりますが、第６期の期

首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額

を算定しております。なお、１株当たり配当額については、当該株式分割前の実際の株式数

及び配当額を記載しております。 
５．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は期中の平均人員を（ ）内に外数で記載してお

ります。 

６．特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第110条第５項の規定に基づき、第７期の

連結財務諸表について、シンシア監査法人の監査を受けておりますが、第６期の連結財務諸

表については、当該監査は受けておりません。 

 

 

発行者の直近３年の単体の主要な経営数値は以下のとおりであります。なお、第５期から第７期の財

務諸表については、特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例110条第５項の規定に基づく監査

法人の監査を受けておりません。 

 

(参考情報) 

回次 第５期 第６期 第７期 

決算年月 2021年８月 2022年８月 2023年８月 

会計期間 
 自 2020年９月１日 

   至 2021年８月31日 
 自 2021年９月１日 

   至 2022年８月31日 
 自 2022年９月１日 

   至 2023年８月31日 

売上高 （千円） 1,721,954 2,822,633 3,249,320 

経常利益 （千円） 132,797 189,261 282,075 

当期純利益 （千円） 84,768 139,426 200,344 

純資産額 （千円） 250,461 379,887 570,232 

総資産額 （千円） 999,941 1,279,893 1,595,505 

自己資本比率 （％） 25.0 29.7 35.7 

自己資本利益率 （％） 41.1 44.2 42.2 
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２【沿革】 

年月 概  要 

2016年９月 建築事業を目的として、さいたま市緑区に株式会社東日本地所設立 

2016年10月 宅地建物取引業者登録免許証(埼玉県知事)を取得 

2017年５月 賃貸管理等事業を開始 

2017年12月 賃貸用戸建て住宅販売開始 

2018年４月 一般建設業(埼玉県知事)を取得 

2018年12月 家賃保証業務を目的として、100％子会社である株式会社東日本賃貸保証設立 

2019年９月 大宮支店開設 

2020年４月 本社をさいたま市大宮区に移転 

2020年６月 一級建築士事務所(埼玉県知事)登録 

2021年６月 特定建設業(埼玉県知事)取得 

2021年７月 本社をさいたま市中央区に移転 

株式会社東日本ユニバーサル(指定障がい福祉サービス事業)を100％子会社化 

2022年11月 宅地建物取引業者登録免許証(国土交通大臣)を取得 

府中支店開設 

2022年12月 浦和支店開設 

当社の企画商品である「ＧＳシリーズ」（グランソフィア）を発売 

2023年６月 一般社団法人全国住宅産業協会に加盟 
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３【事業の内容】 

当社グループは、当社及び連結子会社株式会社東日本ユニバーサル、株式会社東日本賃貸保証の３社で

構成されております。主な事業は「建築・不動産事業」、「賃貸管理等事業」、「指定障がい福祉サービス事

業」を営んでおります。 
当社グループの事業内容及びグループ会社の事業に係わる位置付けは次のとおりであります。 
 

セグメントの名称 事業の内容 
(製商品・サービス) 事業に関連する会社名 

建築・不動産事業 
戸建て賃貸グランソフィアの設計・施工 

当社 
不動産の売買及び仲介 

賃貸管理等事業 戸建て賃貸グランソフィアの管理・運営 
家賃債務保証 

当社 
㈱東日本賃貸保証 

指定障がい福祉サービス

事業 障がい福祉事業、建築廃材収集・運搬等 ㈱東日本ユニバーサル 

 
（１）建築・不動産事業 

① 建築事業 
主に埼玉県・東京都・千葉県・茨城県の対象となる土地所有者様に対して、賃貸用戸建て住宅「グ 

   ランソフィアの企画提案・設計・建築を行っております。第６期連結会計年度における戸建て住宅の

受注実績は 143棟、第７期連結会計年度における同実績は 165棟でありました。なお、戸建て賃貸住

宅「グランソフィア」とは当社企画開発のオリジナル商品ブランド名になります。なお、狭小地や変

形地などにおいて企画型での対応が難しい敷地条件である場合は、その条件に合わせた自由度の高い

設計による建築も行っております。 
 

② 不動産事業 
ポータルサイトを活用して、主に土地、戸建て住宅、集合住宅などの不動産売買及び仲介を行って

おります。また、一定の面積が確保できるなどの条件を満たした場合は、自社で土地を仕入れ、設計・

建築までを一貫体制で行い販売用不動産としての開発を行った上で、投資家への販売を行っておりま

す。 
 
（２）賃貸管理等事業 

不動産賃貸仲介、不動産賃貸管理及び自社不動産の賃貸を行っております。大宮支店・浦和支店で

営業活動を行っており、主にグランソフィア所有オーナー様及び駐車場を所有するオーナー様と入居

者の賃貸仲介業務を行っております。不動産賃貸管理業及び自社不動産賃貸業につきましては、浦和

支店にて営業活動を行っております。グランソフィア等を所有するオーナー様と賃貸管理契約を締結

し、入居者の募集、物件の管理、家賃回収代行と家賃送金を請負っております。 
  また、グランソフィア入居者向け家賃債務保証を行っております。 

 
（３）指定障がい福祉サービス事業 

指定障がい福祉サービス事業は就労継続支援 A 型（※）事業所として障がい者と雇用契約を締結し

たうえで、就労していただきます。障がいのある方に「福祉就業」としての働く場を提供し、その就

業知識及び能力の向上のために必要な訓練を行い、一般の会社に就職する支援を行っています。 
また、一般就業での機会を提供するため、一般企業からの受託業務の受注に取り組んでおり、「デー

タ入力業務」、「共同住宅清掃業務」、「建築廃材収集・運搬業務」「餃子の無人店舗販売」などを行って

おります。 
 
（※）障がいや難病のある方と雇用契約を結んだうえで、一定の支援を受けることができる職場で働 

くことができるようにするサービスです。就労により経験やスキルを積んでいただくことで、 
一般企業での就労への道を拓いていくことを最終目的としています。 
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【グランソフィアブランドの建築物件例】 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

当社施工建築物件 
所在地： 埼玉県さいたま市中央区 
竣工年： 2023年９月 
プラン：木造２階建て 3LDK 
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当社施工建築物件 
所在地： 東京都足立区 
竣工年： 2023年９月 
プラン：木造３階建て 3LDK 

当社施工建築物件 
所在地：埼玉県さいたま市岩槻区 
竣工年：2023年５月 
プラン：木造２階建て 3LDK 
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当社グループの事業の系統図は、次のとおりであります。 
 

 
  

事業の系統図

㈱東日本地所
お
客
様

(

施
主
（
オ
ー
ナ
ー
）)

お
客
様
（
個
人
・
法
人
・
不
動
産
事
業
者

）

利用者様
（障がい者の方）

入
居
者
様

㈱東日本賃貸保証

家賃保証事業

㈱東日本ユニバーサル

就労継続支援Ａ型事業

（福祉サービスの提供）

⇕

建築事業

賃貸用戸建て住宅の請負建築

不動産事業

不動産の売買・仲介

賃貸管理等事業

賃貸物件の管理

：サービス等の提供

⇕ ：グループ内取引

市
区
町
村

⇕
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４【関係会社の状況】 

名称 住所 
資本金 

（千円） 
主要な事業の内容 

議決権の所有割合

(又は被所有割合) 

（％） 

関係内容 

（連結子会社） 

㈱東日本ユニバ

ーサル 

（注）１ 

埼玉県 

さいたま市 

南区 

1,000 

指定障がい福祉サ

ービス事業、建築

廃材収集・運搬等 

100.0 

役員の兼任 ２名 

当社の登記関係書

類データ入力及び

建築廃材処理業務 

経営指導 

（連結子会社） 

㈱東日本賃貸保

証 

埼玉県 

さいたま市

大宮区 

1,000 家賃保証 100.0 

役員の兼任 １名 

不動産の賃貸借 

における賃料債 

務の保証業務 

経営指導 

（注）１．特定子会社であります。 

   ２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

 

 

５【従業員の状況】 

（１）連結会社の状況 

 2023年11月30日現在 

セグメントの名称 従業員数（名） 

建築・不動産事業 73（４）                       

 賃貸管理等事業 ７（－） 

 指定障がい福祉サービス事業 ６（49） 

 全社(共通) 11（－） 

合計 97（53） 

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者は期中の平均人員を（ ）内に外数で記載しておりま 

す。 

   ２．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属している者であります。 

３．当連結会計年度末(2023年８月末)に比べ最近日現在の従業員数が10名増加しております。 

主な理由は、業容拡大に伴い期中採用が増加したことによるものであります。 

  



 

－11－ 
 

（２）発行者の状況 

2023年11月30日現在  

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

91（４） 38.5 2.0 6,685 

 

セグメントの名称 従業員数（名） 

建築・不動産事業 73（４）                       

 賃貸管理等事業 ７（－） 

 全社(共通) 11（－） 

合計 91（４） 

（注）１．従業員数は当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であり、 

臨時雇用者は期中の平均人員を（ ）内に外数で記載しております。 

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属している者であります。 

３．当事業年度末(2023年８月末)に比べ最近日現在の従業員数が11名増加しております。主な理由 

は、業容拡大に伴い期中採用が増加したことによるものであります。 

   ４．平均年間給与は賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

 

（３）労働組合の状況 

当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべ

き事項はありません。 
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第３【事業の状況】 

 

１【業績等の概要】 

 （１）業績 

当連結会計年度（2022 年９月１日から 2023年８月 31日）におけるわが国経済は、新型コロナウイル 

ス感染に対する行動規制を緩和するという政府方針のもと、人々の外出機会が増えたことやインバウン 

ド需要が復活したことが追い風となり、経済活動は正常化へと向かい始めました。また、地政学リスク 

の高まりに加え、エネルギー価格や原材料価格の上昇、為替の円安基調や中国不動産市況の下振れ、各 

国での金利の振れ幅の増大など、世界規模で不確実な要素が存在し、景気の先行きは不透明な状況が 

続きました。 

 当社グループが属する業界においては、輸入材料に係らず原材料価格の騰勢は継続しており、さらに 

原油価格の値上げや為替の円安基調等による関連物資及び加工費の値上げが生じています。 

 その中にあって、当社グループの強みが発揮されている首都圏近郊は、生産緑地法改正により一定の 

条件を満たした場合に宅地への転用も可能となり、土地流動性の高まりによる不動産市場活性化の方向 

にあります。このような環境は、戸建て賃貸住宅建築需要の動機付けとなっています。 

また、営業地盤である埼玉県南地域、西東京地域は首都圏の中でも人口流入が顕著であり、当社グル 

ープにとって好循環が生じています。 

このような状況の下、当社グループは 2022年 12月に本格的な自社企画商品を市場投入いたしました。 

 

報告セグメントごとの業績は、次のとおりであります。 

各セグメントの売上高は外部顧客に対する売上高を記載しており、各セグメントの利益は営業利益で

あります。 

 

① 建築・不動産事業 

建築事業においては、戸建て建築の建物本体受注はもとより、施主様のワンストップに繋がるよう、 

本体以外の追加工事となる外構工事、上下水道管引き込み工事、土壌改良工事、解体工事等を積極的に

受注するべく努めました。 

当該事業の部材調達及び建築加工の市場環境は、円安基調等による建築資材高騰の影響は前連結会計 

年度から続いており、連動して工賃の上昇も顕著であります。使用部材の共通化等による原価低減に努

めましたが、社内の原価低減努力では困難な部分があり、一部は販売価格に転嫁せざるを得ない状況で

した。 

 当社企画商品でありますＧＳシリーズ（当社グループブランド名「グランソフィア」）を 2022年 12 

月から投入し、当連結会計年度の中盤以降は当社の主力商品に育っています。ＧＳシリーズの特徴とし

ては、当社で初めてのオリジナル設計と規格部材の選定等によりコストパフォーマンスを提供し、施主

様の投資額の節約にも貢献しています。 

 一方で、金融機関の融資審査の厳格化により融資が承認されるまでの期間が前連結会計年度比 30日か 

ら 40日長くなっていること、営業部門の要員強化が図られ受注件数の増加につながりましたが、注件数 

の増加により設計要員不足の影響もあり、完成工事棟数は前連結会計年度比で減少しました。当該課題 

において、検討プロジェクトチームを編成し改善を進めています。 

また、戸建て賃貸住宅建築の市場シェアの拡大に向けて、営業体制の強化に努めるとともに品質保証 

を一層向上させるため、設計工事監理要員を積極的に採用し人的資本の強化を図ってまいりました。 

不動産仲介事業においては、主に土地、戸建て住宅、集合住宅等の不動産仲介を行っています。当連

結会計年度において、建築営業部門の人的資源を戸建て賃貸建築事業に注力したことにより、１件あた

りの取扱額は増加しましたが、仲介物件の取扱件数が減少したことで売上高は前連結会計年度比減少い

たしました。 

不動産売買事業においては、自社開発による建築等を実施しています。当社グループが土地仕入か  

ら設計・建築・施工管理及び品質管理まで一貫した体制を構築し、販売用不動産として販売しています。

土地仕入を限定し、付加価値の向上に努めました。当連結会計年度において、生産緑地に係るさいたま

市の大型土地売買が奏功したことによりに当事業の売上高は増加いたしました。 

 その結果、建築・不動産事業の連結売上高は 3,132百万円（前連結会計年度比 14.3％増）となり、セ

グメント利益は 477百万円（前連結会計年度比 23.8％増）となりました。 
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② 賃貸管理等事業 

賃貸管理等事業においては、自社物件及び他社物件の不動産賃貸仲介業務、不動産賃貸管理業務を行 

っております。また、施主様へは戸建て賃貸建築から入居者の募集など賃貸管理（物件管理・賃料の回

収代行等）の受託を行うワンストップサービスを提供しています。 

2022年 12月に浦和支店（さいたま市浦和区）を開設しました。これにより、施主様へのサービス拡 

充に留まらず、一般顧客への露出効果が拡大するとともに、路面店による認知度効果は大きくなりまし

た。また、浦和支店出店費用で販売費及び一般管理費は増加いたしましたが、一過性であります。 

その結果、賃貸管理等事業の連結売上高は 125百万円（前連結会計年度比 34.5％増）となり、セグメ

ント利益は 18百万円（前連結会計年度比 20.2％減）となりました。 

 

③ 指定障がい福祉サービス事業 

指定障がい福祉サービス事業部門においては、就労継続支援Ａ型事業として就業支援に努めるととも 

に福祉就業としての働く場を提供し、その就業知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業を行

っております。 

障がい者と雇用契約を締結し、障がいのある方に「福祉就業」としての働く場を提供し、その就業知

識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業を実施し、一般企業への就職支援を行っています。 

就業の機会を提供するため、外部受託業務の開発に取り組み、データ入力業務、共同住宅清掃業務、

建築廃材収集・運搬業務等を実施しています。 

その結果、指定障がい福祉サービス事業の連結売上高は 123百万円（前連結会計年度比 3.6％増）と 

なり、セグメント利益は 43百万円（前連結会計年度比 18.0％減）となりました。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較し90百万円増加

し、950百万円となりました。 

  当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりでありま

す。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は 34 百万円（前連結会計年度は 514 百万円の資金の増加）となりまし

た。税金等調整前当期純利益 314 百万円の計上及び仕入債務の増加 40 百万円等による資金の増加

要因があった一方、棚卸資産の増加 156 百万円、法人税等の支払 75 百万円及び未払消費税等の減少

46 百万円等による資金の減少要因があったことによるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は 56 百万円（前連結会計年度は 30 百万円の資金の減少）となりまし

た。主として有形固定資産の取得 23 百万円、敷金及び保証金の差入による支出 28 百万円の資金の

減少要因によるものです。 

 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の増加は 112 百万円（前連結会計年度は 53 百万円の資金の減少）となりまし

た。社債の償還による支出 32 百万円、短期借入金の返済による支出 110 百万円及び配当金の支払

10 百万円の資金の減少要因があった一方、新たな短期借入による資金調達 180 百万円及び社債の発

行による収入 100 百万円の資金の増加要因があったことによるものです。  
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２【生産、受注及び販売の状況】 

（１）生産実績 

当社グループでは生産形態をとらないため、該当事項はありません。  

 

（２）受注実績 

当連結会計年度における受注実績は、次のとおりであります。 

部門等の名称 受注高(千円) 
前年同期比増減率

(％) 
受注残高(千円) 

前年同期比増減率

(％) 

建築事業 3,087,765 26.8 3,077,556 53.9 

不動産事業（売買） 868,950 △10.3 222,500 △19.7 

合計 3,956,715 16.2 3,300,056 44.9 

（注）1. 受注から決済までの流れが異なるため、「建築・不動産事業」セグメントを建築部門と不動産事 

業（売買）に分けて表示しております。 

2. 不動産事業における受注高は不動産売買の「契約実績」を記載しております。 

 

（３）販売実績 

  当連結会計年度における販売実績は、次のとおりであります。 

  セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比増減率(％) 

 建築・不動産事業 3,132,419 14.3 

 賃貸管理等事業 125,443 34.5 

 指定障がい福祉サービス事業 123,585 3.6 

合計 3,381,448 14.5 

（注）主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合については、その割合が10％以上に該当す 

る相手先がないため記載を省略しております。 
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３【対処すべき課題】 

   当社グループが対処すべき主な課題は以下の項目と認識しております。 

   なお、文中の将来に関する事項は本発行者情報公表日現在において、当社グループが判断した

ものであります。 

   

１） 経営方針 

・企業理念 ： 豊かで魅力ある商品価値を創造し社会に貢献する 

・経営ビジョン ： ① 社業の発展を通じて社会に貢献する 

② 優れた技術と誠実なものづくりを通じて、新たな価値を創造する 

           ③ 社員の働きがいと豊かな暮らしを実現する 

     ①には、「社業が発展・成長するとともに、企業として社会的責任を果たしていく（国・地域 

社会、ステークホルダーへの貢献等）と同時に環境との調和により持続可能な社会形成を目指し 

ていく」という精神。 

②には、「社員・お客様・お取引様に対して嘘をつかない、約束を守る、努力するとともに、新

しい商品価値を創造し、お客様や社会の期待を超える」という精神。 

③には、「オープン・フェア・クリアな企業風土を創り、健全な企業グループとして永続的に発

展するとともに、社員の雇用と生活向上を図り豊かな暮らしを実現する」という精神。 

    が込められています。 

これらの企業理念及び経営ビジョンのもと、経営基盤強化を図っていくため、商品やサービスを

一括して提供できる体制の確立に努めます。今後も、積極的に戸建て住宅販売、不動産売買・仲

介及び賃貸管理事業を推進して行くとともに経営の合理化を図りつつ、顧客のニーズにお応えす

るべく創意工夫を重ね、事業の発展を図ってまいります。 

 

２） 経営戦略等 

a.事業の拡大 

国内においては、新型コロナウイルス感染症は 2023年５月に「５類」への引き下げが発表さ

れたことにより「Withコロナ」で経済活動が活発化しつつあります。 

当社の足元においては、円安による輸入部材の価格高騰は継続しております。また、エネル

ギー価格や諸物価の高騰を招いています。建築部材の安定調達のためには、さらに納入業者様

との協力体制の構築は必須であり、ともに事業拡大に努める所存です。 

原価低減等経営努力は推進してまいりますが、原価高騰の影響は全て当社で受け止められな

いと思料しています。販売価格政策として顧客及び外部環境を勘案しながら、一部は価格転嫁

せざるを得ないと認識しております。 

 

b.経営基盤の強化 

当社グループは戸建て賃貸住宅建築分野の首都圏におけるシェア拡大を目指しています。経

営基盤の強化に繋げるため営業部門の人的強化を図ります。 

また、当社オリジナル企画商品（ＧＳシリーズ）を投入し市場展開に取り組んでいます。顧

客の安心・安全に繋がるよう商品品質管理をより向上させることを命題としております。 

技能・施工技術の向上を一層図ることが顧客の信頼につながります。そのためにも、設計工

事監理部門（建築現場の管理）の人的強化を連動して図っております。 

 

c.経営体制の強化 

当社グループは経営体質を強化するために「ＳＤＧｓ」を意識した経営を推進いたします。 

① 「環境（Environment）」 

当社の各建築現場から排出される廃材等を分別しマニフェスト管理をし、中間処分場への 

搬送業務を子会社㈱東日本ユニバーサルが担っております。これにより、従来の方法より分 

別が適切に行われ廃材等のリサイクルも可能になり排出量の削減に貢献しております。 

② 「人的資本投資（Human Capital Investment）」 

自由闊達な社風の醸成及びダイバーシティの推進に取組んでまいります。女性、外国人、年
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齢、宗教を問わず人材活用を推進し、また、女性の管理職への登用も適性を見極めながら実 

行してまいります。その実現のために、従業員の意識向上やスキルアップを図りながら、各 

階層別研修、営業や管理といった職務別研修、ＩＴ研修等を実施してまいります。 

③ 「企業統治（Governance）」 

ガバナンスの強化に努めるとともに、今後も企業としての透明性を保ちながら公正かつ迅

速な意思決定を心がけてまいります。 

 

 

４【事業等のリスク】 

当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載

しております。また、必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要で

あると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。 

 なお、文中の将来に関する事項は、本発行者情報公表日現在において、当社グループが判断したもの

であり、また当社グループの事業上のリスクを全て網羅するものではありません。 

 

(1) 法的規制について 

当社グループは、不動産業及び建設業に属し、「宅地建物取引業法」、「建設業法」、「建築士法」及び関

連する各種法令により規制を受けております。当社においては、宅地建物取引業免許、建築業許可及び

一級建築士事務所登録し、それぞれ監督官庁より許認可を受けております。 

また、子会社の事業であります就労継続支援Ａ型事業及び建築現場から排出される建築廃材等の収集

運搬業においては、それぞれ監督官庁より許認可を受けております。 

現時点においては、当該免許及び許認可等が取消しとなる事由は発生しておりませんが、将来、何ら

かの理由により、当該免許及び許認可等が取消される又は、それらの更新が認められない場合、若しく

は、これらの法律等の改廃又は新たな法的規制が制定された場合等に、当社グループの経営成績及び財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。なお、宅地建物取引業免許及び建設業許可は、当社グループ

の主要な事業活動に必須の免許であります。 

 

(当社) 

許認可等の名称 所管 許認可等の内容 有効期間等 法令違反の要件及び 

主な許認可取消事由 

特定建設業許可 国土交通

大臣 

国土交通大臣 

(特-4) 

第 28659 号 

許可年月日 

2022年 10月６日 

有効期限 

2027年 10月５日 

建設業法 第 29条 

 

一級建築士事務

所登録 

埼玉県 

知事 

埼玉県知事 

第 11603 号 

許可年月日 

2020年６月２日 

有効期限 

2025年６月１日 

建築士法 第 26条 

宅地建物取引業

免許 

国土交通

大臣 

国土交通大臣 

(1)第 10280 号 

許可年月日 

2022年 11月３日 

有効期限 

2027年 11月２日 

宅地建物取引業法 第 66条 

住宅宿泊管理業

者登録 

国土交通

大臣 

国土交通大臣 

(01) 第 F02058

号 

許可年月日 

2020年１月 23日 

有効期限 

2025年１月 22日 

住宅宿泊事業法 第 42条 

賃貸住宅管理業

者登録 

国土交通

大臣 

国土交通大臣 

(01) 第 006248

号 

許可年月日 

2022年６月 14日 

有効期限 

2027年６月 13日 

賃貸住宅の管理業務等の

適正化に関する法律 第 26

条 
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(株式会社東日本ユニバーサル) 

許認可等の名称 所管 許認可等の内容 有効期間等 法定違反の要件及び 

主な許認可取消事由 

指定障がい福祉 

サービス事業者 

さいたま

市長 

さいたま市長 

就労継続支援 A型 

福障障政第 126号 

許可年月日 

2023年５月１日 

有効期限 

2029年４月 30日 

障がい者総合支援法 第 36

条 

 

産業廃棄物収集

運搬業許可 

埼玉県 

知事 

埼玉県知事免許 

第 0110022503828659

号 

許可年月日 

2021年 12月８日 

有効期限 

2026年 12月７日 

廃棄物の処理及び清掃に

関する法律 第 14条 

産業廃棄物収集

運搬業許可 

東京都 

知事 

東京都知事免許 

第 13-00-225038号 

許可年月日 

2022年９月２日 

有効期限 

2027年９月１日 

廃棄物の処理及び清掃に

関する法律 第 14条 

産業廃棄物収集

運搬業許可 

千葉県 

知事 

千葉県知事免許 

第 01200225038号 

許可年月日 

2022年９月７日 

有効期限 

2027年９月６日 

廃棄物の処理及び清掃に

関する法律 第 14条 

産業廃棄物収集

運搬業許可 

茨城県 

知事 

茨城県知事免許 

第 00801225038号 

許可年月日 

2022年 10月 7日 

有効期限 

2027年 10月 6日 

廃棄物の処理及び清掃に

関する法律 第 14条 

 

(2) 賃貸住宅市況及び金利状況について 

当社グループが属する建築・不動産業界は、景気動向、金利動向、地価動向並びに住宅税制等の影響を

受けやすいため、景気見通しの悪化、金利の上昇、地価の急激な上昇並びに住宅税制等の諸情勢に変化が

あった場合等には、賃貸住宅建築予定者の発注意欲を減退させる可能性があります。又、金融機関の当社

グループに対する融資姿勢に変化があった場合には、新規に販売用地又は事業用地の取得が困難になる場

合があります。これらの経済情勢等が変動した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。 

 

(3) 人口動態及び世帯数の推移について 

国内における人口及び世帯数の減少局面に入った場合には、国内における住宅需要の減少要因となる可

能性があります。これらの経済情勢等が変動した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。 

 

(4) 販売用不動産価格の高騰及び建築部材費や建築加工費の高騰について 

 為替の円安基調、経済情勢の変化及び市況環境等の悪化により、事業用不動産の購入代金、材料費、大

工さん等の加工費、各種施工費の価格高騰の変動要因にもなり、これらが上昇した場合には、当社グルー

プの事業利益が圧迫され、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(5) 競合他社について 

当社グループが属する建築・不動産業界は、大手企業を含む事業者が多数存在し、これら事業者と競合

が生じております。競合企業と差別化を図るとともに製品戦略、価格戦略等を打ち出しておりますが、同

業他社と比較し、当社グループの営業推進力や資本力及びブランド力等より優れる企業との競合の結果、

当社グループが想定どおりの事業拡大を図れない場合には、当社グループの事業利益が圧迫され、経営成

績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(6) 感染症拡大リスクについて 

 当社グループは、感染症予防対策の周知徹底や外部との会議及び面談・商談のオンライン化、ITツール

の活用等推進しています。しかしながら、世界的規模での感染症の流行による事業活動の制限や業務の停

滞等が発生した場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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(7) 自然災害等について 

 大規模な地震、風水害等の自然災害が発生した場合には、当社グループにおいて、被災した自社保有資

産が滅失、劣化及び毀損する可能性があります。 

また、社会インフラの大規模な損壊等により、建築現場の資材・部材等の確保が困難になる可能性があ

ります。これらの場合には、損壊等発生した設備の修復に加え、建築中の建物に対する応急措置又は工事

遅延も発生することから、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(8) 訴訟等の可能性について 

 当社グループの事業展開において、宅地建物取引業法、建設業法、その他関連法令を順守し事業活動を

推進しております。しかし、お客様との認識の齟齬その他に起因した、若しくは販売又は仲介物件等契約

に起因したクレーム・トラブル等が発生する場合があります。顧問弁護士等の関与の下、現在は重大な訴

訟案件は生じておりません。 

 今後において、これらクレーム・トラブル等に起因して重大な訴訟等が提起された場合には、お客様か

らの信用低下、並びに損害賠償請求訴訟の提起等により、当社グループの経営成績及び今後の事業展開に

影響を及ぼす可能性があります。 

 

(9) 品質保証について 

 当社グループが開発・建築・販売を行う不動産物件については、「最高品質の商品を適正な価格で提供

することを第一義に、その過程において顧客満足と信頼を得ること」という考えに基づき、品質管理には

万全を期しております。耐震構造計算、土壌汚染、建材の耐火性能等については第三者機関の検査を含む

チェック体制を構築しています。また、住宅の品質確保の促進等に関する法律により、新築住宅の構造上

主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分について 10年間の契約不適合責任を負っております。そのた

めに、国土交通大臣指定の株式会社日本住宅保証検査機構と保険契約を交わし、瑕疵の補修工事等に必要

な資力を確保しております。しかしながら、賠償すべき補償額の全額をカバーできるとは限らず、当社グ

ループが供給する建築物について、何らかの瑕疵が生じた場合には、信頼性の低下、損害賠償請求の発生

等により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(10) 建築外部委託業者の活用について 

  当社グループは、戸建て賃貸住宅建築請負、アパート等収益物件の建築請負には、設計・施工等の時間的制

約、工期、コスト及び品質等を勘案し、その一部を外部業者に委託しております。外部委託業者の選定及び評価・

管理については、協力業者としての基準を設定の上、取引基本契約を締結しております。 

外部委託業者に対する当社グループのコントロールが十分でなく、トラブルが発生した場合、又は外部委託先の

環境によっては貸倒れが発生した場合に、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 

(11) 特定の発注先への依存について 

 当社グループは、戸建て建築等の必要資材及び外注加工等の発注を特定の業者によっております。計画

的・継続的に建築資材等の分散発注を推進しており、１社あたりの発注比率の低減を推進し発注のリスク

分散に努めております。しかしながら、特定の業者が経営不振や資材調達能力、与信の変更等が生じたこ

とにより工期遅延が発生した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 

(12) 貸倒リスクについて 

 当社グループの受注した戸建て・アパート等の建築請負において、多くの顧客（施主様）がご自身の保

有する不動産を担保とした金融機関融資により、当社グループへの支払が行われております。今後の不動

産市況の悪化により著しく地価が下落し、担保不動産の価値が目減りすることにより顧客の返済能力が低

下し返済が困難になった場合には貸倒れが発生し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。 

 

(13) 人材確保について 

 不動産業界においては、専門知識を必要とするため業界経験のある人材の中途採用を基本方針としてお

りますが、並行して新卒者採用も行っております。新卒採用者については社内教育を通して育成していく

方針です。一方では、当該人材の育成には相応の期間を要することから、人材採用と人材育成のスピード



 

－19－ 
 

が事業規模に見合わない場合、又は現在在籍している人材が何らかの理由により外部流出していく場合等

には、事業拡大の制約になる可能性があり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。 

 

(14) 労務上の安全管理について 

 当社グループは、建物建築現場を有していることで労働災害の発生を防ぐべく、労務上の安全管理に十

分留意しながら事業を行っております。しかしながら、労働災害の発生リスクは常に存在しており、不測

の事態により重大な労働災害が発生した場合には、当社グループのブランドイメージを毀損し、当社グル

ープの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(15) 特定の人物への依存について 

 当社グループでは創業者が代表取締役を務めております。当社グループの事業推進にあたり、経営方針

及び経営戦略等の決定をはじめ、事業推進に至る重要な役割を担っております。 

当社グループは、継続的な教育研修による従業員の能力向上、ノウハウの拡充、各種業務規程の整備、

マニュアル化等組織的運用を行うよう努めておりますが、代表取締役が何らかの理由により、当社グルー

プの経営者として業務を遂行できなくなった場合には、当社グループの経営成績及び今後の事業展開に影

響を及ぼす可能性があります。 

 

(16) 個人情報保護について 

 当社グループでは、営業活動に伴い様々な個人情報を入手しており、内部の情報管理体制の徹底により

個人情報の保護に注力しております。 

しかし、マルウェア等不測の事態により、個人情報が流出した場合には、当社グループの信用失墜によ

る経営への打撃、又は損害賠償による費用発生等の可能性が考えられ、その場合に当社グループの経営成

績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(17) 有利子負債への依存度について 

 当社グループは、販売用不動産の取得においては、運転資金として金融機関からの借入金によって資金

調達しています。当社グループの連結有利子負債残高は、2023年８月末現在 467百万円であり、総資産に

占める有利子負債依存度の比率は 27.8％となっております。借入水準としては低位にありますが、金利水

準が上昇変動した場合には、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(18) 業務処理プロセスについて 

 当社グループの業務遂行が停滞するおそれがあるものとして、事務処理プロセスが正常に機能しないこ

と、従業員の行動が不適切であること、労務管理上の問題等及び災害やサイバー攻撃等の外部事象の発生

によるオペレーションリスクがあります。これに対して、内部統制の強化やモニタリングの実施等により

未然防止に注力しておりますが、当社の想定を超える不測の事態が生じた場合には、当社グループの経営

成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(19) 担当 J-Adviserとの契約の解除について 

 特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第 102条の定めにより、TOKYO PRO Market上場企

業は、東京証券取引所より認定を受けたいずれかの担当 J-Adviserと、株式上場の適格性検査及び株式上

場後の上場適正性を維持するための指導、助言、審査等の各種業務を委託する契約(以下、「J-Adviser契

約」という)を締結する義務があります。 

本書公表日時点において、当社が J-Adviser契約を締結しているのは宝印刷株式会社(以下、「同社」と

いう)であり、同社との J-Adviser契約において当社は、下記の義務の履行が求められております。下記

の義務の履行を怠り又は契約に違反した場合、相手方は、相当の期間(特段の事情のない限り１か月)を定

め、その義務の履行又は違反の是正を書面で催告し、その催告期間内にその義務の履行又は違反の是正が

なされなかったときは、J-Adviser契約を解除することができる旨の定めがあります。また、上記に係ら

ず当社及び同社は、両当事者による書面による合意又は相手方に対する１か月以上前の書面による通知を

行うことにより、いつでも J-Adviser契約を解約することができる旨の定めがあります。当社が同社より

上記の解除にかかる催告期間中において下記の義務の履行又は違反の是正が果たせない場合、又は、同社

に代わる担当 J-Adviserを確保できない場合は、当社普通株式の TOKYO PRO Market上場廃止につながる

可能性があります。 
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 「J-Adviser契約上の義務」 

イ.特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第 113条に定める上場適格性要件を継続的に満た

すこと。 

ロ.特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例及び特定上場有価証券に関する有価証券上場規程

の特例の施行規則に従い、投資者への適時適切な会社情報の開示に努めること。 

ハ.上場規程特例に定める上場会社及び新規上場申請者の義務を履行すること。また、当社において下記

の事象が発生した場合には、同社からの催告なしに J-Adviser契約を解除することができるものと定

められております。 

   

① 債務超過  

当社がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合(上場後１年間において債務超過の状態となっ 

た場合を除く。)において、1年以内(審査対象事業年度の末日の翌日から起算して１年を経過する日(当 

該１年を経過する日が当社の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年を経過する日の後最初に到 

来する事業年度の末日)までの期間をいう。 

以下、本号において同じ。また「２年以内」も同様。)、債務超過の状態でなくならなかったとき。但し、

当社が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続、産業競争力強化法(以下「産競法」 という。)第

２条第 16 項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生(当該手続が実施された場合における 

産競法第 52 条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。)又は私的整理に関する

ガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、当該１

年を経過した日から起算して１年以内に債務超過の状態でなくなることを計画している場合(同社が適

当と認める場合に限る。)に は、２年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき。なお、同社が適

当と認める場合に適合するかどうかの審査は、当社が審査対象事業年度に係る決算(上場会社が連結財務

諸表を作成すべき会社である場合には連結会計年度、連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には 事

業年度に係る決算とする。)の内容を開示するまでの間において、再建計画(本号ただし書に定める１年

以内に 債務超過の状態でなくなるための経営計画を含む。)を公表している場合を対象とし当社が提出

する当該再建計画並びに次のａ及びｂに定める書面に基づき行うものとする。 

 

ａ 次の(a)から(ｃ)に定める書面 

(a) 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合  

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証する書面 

(b) 産競法第２条第 16 項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生(当該手続が実施された場

合における産競法第 52 条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。)を行う場

合 

-当該再建計画が、当該手続にしたがって成立したものであることを証する書面  

(c) 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行

う場合 

 -当該再建計画が、当該ガイドラインにしがって成立したものであることについて債権が記載した書面  

ｂ 本号ただし書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための経営計画の前提となった重要な事

項が、公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面 

 

② 銀行取引の停止 

当社が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった

場合。 

 

③ 破産手続、再生手続又は更生手続  

当社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合(当

社が、法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続

又は更生手続を必要と判断した場合)又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態に

なった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他当社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再

生手続又は更生手続を必要とする に至った場合に準ずる状態になったと同社が認めた場合をいうもの

とし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該ａからｃまでに定める日に本号前段に該当するものとし

て取り扱う。 
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 ａ 当社が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づ

かない整理を行う場合 

 -当社から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日  

ｂ 当社が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困

難である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しく

は大部分の譲渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行

った場合 

 -当社から当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告 

  を受けた日 

ｃ 当社が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁

済に関する合意を当該債権者又は第三者と行った場合(当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは

弁済の額が直前事業年度の末日における債務の総額の 100 分の 10 に相当する額以上である場合に限

る。) 

 -当社から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日 

 

 ④ 前号に該当することとなった場合においても、当社が次のａからｃまでに該当する再建計画の開示を

行った場合には、原則として本契約の解除は行わないものとする。 

 ａ 次の(a)又は(b)に定める場合に従い、当該(a)又は(b)に定める事項に該当すること。 

 (a) 当社が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合  

- 当該再建計画が、再生計画 又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものである

こと。 

   (b) 当社が前号ｃに規定する合意を行った場合 

 -当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者又は第三者の合意を得ているものであること。 

 ｂ 当該再建計画に次の(a)及び(b)に掲げる事項が記載されていること。 

(a) TOKYO PRO Marketに上場する有価証券の全部を消却するものでないこと。 

(b) 前ａの(a)に規定する見込みがある旨及びその理由又は同(b)に規定する合意がなされていること

及びそれを証する内容  

ｃ 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当

でないと認められるものでないこと。 

 

⑤ 事業活動の停止 

当社が事業活動を停止した場合(当社の事業活動が停止されたと同社が認めた場合)又はこれに準ずる

状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他

当社が事業活動を 停止した場合に準ずる状態になった場合と同社が認めた場合をいうものとし、当該

ａからｃまでに掲げる場合に は当該ａからｃまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。 

ａ 当社が、合併により解散する場合のうち、合併に際して当社の株主に対してその株券等に代わる財

産の全部又は一部として次の(a)又は(b)に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその

効力を生ずる日の３日前(休業日を除外する。)の日 

(a) TOKYO PRO Marketの上場株券等 

 (b) 特例第 132条の規定の適用を受け、速やかに TOKYO PRO Marketに上場される見込みのある株券

等 

ｂ 当社が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、当社から当該合併に関する株主総

会(普通出資者総会を含む。)の決議についての書面による報告を受けた日(当該合併について株主総会

の決議による 承認を要しない場合には、取締役会の決議についての 書面による報告を受けた日 

ｃ 当社が、ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合(本条第３号ｂの規定の適用を受

ける場合を除く。)は、当社から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日 

 

⑥ 不適当な合併等  

当社が非上場会社の吸収合併又はこれに類するもの(ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅰの 

２非上場会社を子会社とする株式交付、ⅱ 会社分割による非上場会社からの事業の承継、ⅲ 非上場会 

社からの事業の譲受け、ⅳ 会社分割による他の者への事業の承継、ⅴ他の者への事業の譲渡、ⅵ非上 

場会社との業務上の提携、ⅶ 第三者割当による株式若しくは優先出資の割当て、ⅷ その他非上場会社 

の吸収合併又はⅰからⅶまでと同等の効果をもたらすと認められる行為)で定める行為(以下本号にお 
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いて「吸収合併等」という。)を行った場合に、当社が実質的な存続会社でないと同社が認めた場合。 

 

⑦ 支配株主との取引の健全性の毀損  

第三者割当により当社の支配株主(当社の親会社又は当社の議決権の過半数を直接若しくは間接に保有

する者)が異動した場合(当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動

する見込みがある場合を含む)において、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると

同社が認めるとき。 

 

⑧ 発行者情報等の提出遅延  

当社が提出の義務を有する特定証券情報、発行者情報又は有価証券報告書等につき、特例及び法令に定

める期間内に提出しなかった場合で、同社がその遅延理由が適切でないと判断した場合。 

 

⑨ 虚偽記載又は不適正意見等  

次のａ又はｂに該当する場合  

ａ 当社が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると同社が認める場合  

ｂ 当社の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、監査報告書について

は「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨(天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事

由によるものである場合を除く。)が記載され、かつ、その影響が重大であると同社が認める場合。 

 

⑩ 法令違反及び上場契約違反等  

当社が重大な法令違反又は特例に関する重大な違反を行った場合。 

 

⑪ 株式事務代行機関への委託  

当社が株式事務を特例で定める株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないことと

なることが確実となった場合。 

 

⑫ 株式の譲渡制限  

当社が TOKYO PRO Marketに上場する株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。 

 

⑬ 完全子会社化  

当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合。 

 

⑭ 指定振替機関における取扱い  

当社が発行する株券が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合。 

 

⑮ 株主の権利の不当な制限  

当社が次のａから g までのいずれかに掲げる行為を行っている場合において、株主の権利内容及びその

行使が不当に制限されていると同社が認めた場合その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限され

ていると同社が 認めた場合をいう。 

 ａ 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行

する買収防衛策(以下「ライツプラン」という。)のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株

予約権を導入時点の株主等に対し割り当てておくものの導入(実質的に買収防衛策の発動の時点の株

主に割り当てるために、導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。)  

ｂ ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又

は不発動 とすることができないものの導入。  

ｃ 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決

議を要する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定(持株会社である当社の主要な事業を

行っている子会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を当社以外の者を割当先として

発行する場合において、当該種類株式の発行が当社に対する買収の実現を困難にする方策であると同

社が認めるときは、当社が重要 な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒

否権付種類株式を発行するものとして取り扱う。)。 

ｄ TOKYO PRO Marketに上場している株券について、株主総会において議決権を行使することができる

事項のうち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に
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係る決議又は決定。 

 ｅ TOKYO PRO Marketに上場している株券より議決権の多い株式(取締役の選解任その他の重要な事項

について株主総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求

権その他の経済的利益を受ける権利の価額等が TOKYO PRO Marketに上場している株券より低い株式

をいう。)の発行に係る決議又は決定。  

ｆ 議決権の比率が 300％を超える第三者割当に係る決議又は決定。 

   ｇ 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為

に係る決議又は決定。 

 

⑯ 全部取得  

当社が TOKYO PRO Marketに上場している株券に係る株式の全部を取得する場合。 

 

⑰ 株式等売渡請求による取得 

特別支配株主が当社の銘柄に係る株式の全部を取得する場合 

 

⑱ 株式併合 

  当社が特定の者以外の株主の所有するすべての株式を１株に満たない端数となる割合で株式併合を行

う場合 

 

⑲ 反社会的勢力の関与  

当社が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態が TOKYO PRO Market

の市場に対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと同社が認めるとき。 

 

⑳ その他  

前各号のほか、公益又は投資者保護のため、同社若しくは東証が上場廃止を適当と認めた場合。このほ

か、株主総会の特別決議を経て、当社が東証へ「上場廃止申請書」を提出した場合にも上場廃止となり

ます。  

 

なお、本書公表日現在において、J-Adviser契約の解約につながる可能性のある上記の事象は発生して

おりません。 
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５【経営上の重要な契約等】 

（１）フランチャイズ契約 

契約会社名 相手先の名称 
相手先の

所在地 
契約品目 契約締結日 契約期間 契約内容 

株式会社 

東日本地所 

株式会社 

ハウスドゥ 

住宅販売 

奈良県 

橿原市 

不動産店舗の販売

促進及び広告活

動、営業支援 

2021年11月21日 

（本社） 

   及び 

2022年８月26日 

（府中支店） 

契約締結日から

３年間 

「ハウスドゥ」

のロゴマーク及

びイメージキャ

ラクターの使用

権 

株式会社 

東日本ユニ

バーサル 

株式会社雷神 千葉県 

市原市 

餃子、油そばの無

人店舗販売での商

品の提供、ブラン

ド使用 

2023年２月２日 契約締結日から

５年間 

｢雷神餃子」の

商標の使用権、

経営ノウハウ 

 

 

６【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

 

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中の将来に関する事項は、本発行者情報公表日現在において当社グループが判断したものであり

ます。 

   

（１） 重要な会計方針及び見積り 

    当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に

基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたって、経営者による連結貸借対照表上の資

産、負債の計上額及び連結損益計算書上の収益、費用の計上に影響を与える会計上の見積りを行う必要

があります。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績等を勘案し合理的に判断しております。

しかしながら、事業環境等に変化がある場合には、当該見積りと将来の実績が異なる場合があります。 

 

（２）財政状態の分析 

 (資産) 

当連結会計年度末における総資産は1,680百万円となり、前連結会計年度末と比較し336百万円増加し

ました。このうち流動資産は1,514百万円であり、前連結会計年度末と比較し292百万円増加しました。

主として、現金及び預金が90百万円、棚卸資産が156百万円増加したことによります。固定資産は165百

万円となり、前連結会計年度末と比較し43百万円増加しました。新規支店の開設等により有形固定資産

が14百万円、営業保証金供託により投資その他の資産が29百万円増加したこと等によります。 

 

(負債)  

当連結会計年度末における負債は1,039百万円となり、前連結会計年度末と比較し126百万円増加しま

た。主として、短期借入金の増加及び社債の発行により有利子負債が増加したことによります。 

 

(純資産) 

当連結会計年度末における純資産は640百万円となり、前連結会計年度末と比較し209百万円増加しまし 

た。親会社株主に帰属する当期純利益の計上により219百万円増加し、配当金支払により10百万円減少し

たこと等によります。 

この結果、自己資本比率は38.1％となり、前連結会計年度と比較し6.0ポイント増加しました。 
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（３）経営成績の分析 

  「１【業績等の概要】（１）業績」に記載のとおりであります。 

 

（４）経営成績に重要な影響を与える要因について 

 「４【事業等のリスク】」に記載のとおり、事業環境、事業内容、事業運営体制等、様々なリスク要因 

が当社の経営成績に重要な影響を与える可能性があると認識しております。 

 そのため、当社グループは常に市場動向に留意しつつ、内部管理体制を強化し、優秀な人材を確保し、 

市場のニーズにあったサービスを展開していくことにより、経営成績に重要な影響を与えるリスク要因を 

分散・低減し、適切に対応を行っていく予定でおります。 

 

（５）資金の財源及び資金の流動性についての分析 

「１【業績等の概要】（２）キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。 

当社グループの事業活動における資金需要は、主に運転資金及び事業用土地の仕入ならびに収益不動産 

の取得に関するものであります。当社グループはこれらの需要について、自己資金に加え、銀行借入を中

心に機動性と長期安定性を重視した資金調達を実施しております。 

特に運転資金につきましては、主力行と私募債契約を組成し、必要とする資金を効率的に調達し、当社 

グループの資金循環効率を向上させる体制を構築しております。 

 

（６）経営者の問題認識と今後の方針について 

「３【対処すべき課題】」に記載しております。 

 

（７）運転資本 

  上場予定日から12か月間の当社の運転資本は、自己資金及び借入による資金調達が可能であることか

ら十分であると認識しております。 
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第４【設備の状況】 

 

１【設備投資等の概要】 

当連結会計年度の設備投資額は23,125千円であり、その主な内容は発行者の府中支店及び浦和支 

店開設にともなう建物及び構築物の取得、連結子会社である㈱東日本ユニバーサルの餃子無人販売 

店舗開設にともなう建物及び構築物の取得であります。 

なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却、売却等はありません。 

 

 

２【主要な設備の状況】 

（１）発行者 

2023年８月31日現在  

事業所名 

（所在地） 
セグメントの名称 設備の内容 

帳簿価額（千円） 従業員数 

建物及び 

構築物 
その他 合計 

（名） 

本社事務所 

（埼玉県さいたま市

中央区） 

建築・不動産事業 

 
本社機能 12,506 7,891 20,397 57(１) 

府中支店 

（東京都府中市） 
建築・不動産事業 事務所 9,399 1,576 10,975 16(－) 

大宮支店 

（埼玉県さいたま市

大宮区） 

賃貸管理等事業 事務所 337 935 1,272 ２(－) 

浦和支店 

（埼玉県さいたま市

浦和区） 

賃貸管理等事業 事務所 4,112 778 4,890 ５(－) 

その他     

（千葉県柏市） 
賃貸管理等事業 

賃貸等不動

産 
12,415 － 12,415 － 

 （注）臨時雇用者は期中の平均人員を（ ）内に外数で記載しております。 

 

（２）国内子会社 

 2023年８月31日現在  

事業所名 

（所在地） 
セグメントの名称 設備の内容 

帳簿価額（千円） 従業員数 

建物及び 

構築物 
その他 合計 

（名） 

㈱東日本地所ユニバ

ーサル 

（埼玉県さいたま市

南区） 

指定障がい福祉サー

ビス事業 

 

餃子無人販

売店舗 
1,560 1,244 2,805 ７(50) 

 （注）臨時雇用者は期中の平均人員を（ ）内に外数で記載しております。 
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３【設備の新設、除却等の計画】 

（１）重要な設備の新設等 

  事業拡大に伴う人材増員により本社事務所が手狭になってきたことから、一部部門の新事務所への移 

転を計画しておりますが、現時点で移転先等の具体的な内容は未定であります。 

 

（２）重要な設備の除却等 

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。 
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第５【発行者の状況】 

 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

記名・無記

名の別、額

面・無額面

の別及び種

類 

発行可能

株式総数 

（株） 

未発行 

株式数 

（株） 

連結会計 

年度末現在 

発行数 

（株） 
(2023年８月 

31日) 

公表日現在 

発行数 

（株） 

(2024年２月 

１日) 

上 場 金 融 商

品 取 引 所 名

又 は 登 録 認

可 金 融 商 品

取 引 業 協 会

名 

内容 

 

普通株式 

 

2,000,000 

 

1,500,000 

 

100 

 

500,000 

 

非上場 

権利内容

に何ら限

定のない

当社にお

ける標準

となる株

式であ

り、単元

株式数は

100株であ

ります。 

計 2,000,000 1,500,000 100 500,000 － － 

 (注)1. 2023年11月29日開催の定時株主総会決議により、2023年11月30日付で普通株式１株を5,000

株に分割しております。これにより発行済株式は499,900株増加し、500,000株となってお

ります。また、当該株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は1,999,600株増

加し、2,000,000株となっております。 

      2. 2023年11月29日開催の定時株主総会決議により、定款の変更が行われ、2023年11月30日付

で１単元を100株とする単元株制度を導入しております。 

 

（２）【新株予約権等の状況】 

   該当事項はありません。 

 

（３）【ＭＳＣＢ等の行使状況等】 

   該当事項はありません。 

 

（４）【ライツプランの内容】 

   該当事項はありません。 
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（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 

発行済株

式総数 

増減数

（株） 

発行済株式

総数残高

（株） 

資本金  

増減額 

（千円） 

資本金 

残高 

（千円） 

資本準備金 

増減額  

（千円） 

資本準備金

残高  

（千円） 

2021年２月５日 

(注)1 
－ 100 25,000 30,000 － － 

2023年11月30日 

(注)2 
499,900 500,000 － 30,000 － － 

 （注）1. 会社法第450条第１項の規定に基づき、その他利益剰余金を減少し、資本金へ振り替えた 

      ものであります。 

     2. 株式分割（1 ： 5,000）によるものであります。 

 

（６）【所有者別状況】 

2023年11月30日現在 

区分 

株式の状況（１単元の株式数 100株） 
単元未

満株式

の状況

（株） 

政 府 及

び 地 方

公 共 団

体 

金融 

機関 

金融商

品取引

業者 

その他

の法人 

外国法人等 

個人 

その他 
計 個人 

以外 
個人 

株主数

（人） 
－ － － － － － １ １ － 

所有  

株式数 

(単元) 
－ － － － － － 5,000 5,000 － 

所有株

式数の

割合

（％） 

－ － － － － － 100.0 100.0 － 

 

（７）【大株主の状況】 

第四部【株式公開情報】第３【株主の状況】に記載のとおりです。 
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（８）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

         2023年11月30日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式 

（自己株式等） 
－ － － 

議決権制限株式 

（その他） 
－ － － 

完全議決権株式 

（自己株式等） 
－ － － 

完全議決権株式 

（その他） 

普通株式 

500,000 
5,000 － 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 500,000 － － 

総株主の議決権 － 5,000 － 

(注)1. 2023年11月29日開催の定時株主総会決議により、2023年11月30日付で普通株式１株を5,000 

株に分割しております。 

      2. 2023年11月29日開催の定時株主総会決議により、定款の変更が行われ、2023年11月30日付

で１単元を100株とする単元株制度を導入しております。 

 

②【自己株式等】 

 該当事項はありません。 

 

（９）【ストックオプション制度の内容】 

   該当事項はありません。 

 

２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 

 該当事項はありません。 

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】 

  該当事項はありません。 

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】 

  該当事項はありません。 

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議の基づかないものの内容】 

  該当事項はありません。 

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  該当事項はありません。 
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３【配当政策】 

当社は、株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、将来の事業展開と

経営基盤の強化に必要な内部留保を確保しつつ、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針と

して、配当性向30％を目途とすることを基本方針としております。 

当社グループの剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本方針としております。配

当の決定機関につきましては、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。当社は取締

役会の決議により毎年２月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めてお

ります。内部留保資金につきましては、当社グループの成長性と収益性を継続し、高めていくため

の投資等に活用し、企業価値の向上に努めてまいります。 

当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針の下、1株当たり

100,000円としております。 

 

 （注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

決議年月日 配当金の総額（千円） 1株当たり配当額（円） 

2023年11月29日 

定時株主総会決議 
10,000 100,000 

 

４【株価の推移】 

当社株式は非上場のため、該当事項はありません。 
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５【役員の状況】 

男性６名 女性－名（役員のうち女性の比率－％） 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬 

所有   

株式数

（株） 

代表  

取締役   
社長 黒岩 主信 

1976年 

10月４日 

1998年８月 

2000年３月 

2001年６月 

2002年12月 

2010年11月 

2016年９月 

2021年８月 

 

㈱フェミナソーイング入社 

先勝ドレス㈱入社 

㈱ミミ入社 

㈱レオパレス21入社 

㈱MDI入社 

当社設立 代表取締役社長就任(現任) 

㈱東日本ユニバーサル代表取締役 

(現任) 

(注)

2 

(注)

4 

 

500,000 

取締役 
不動産 

事業部長 
吉成 三夫 

1954年 

５月30日 

1973年４月 

1976年９月 

1983年８月 

1990年８月 

2008年５月 

2020年６月 

2021年３月 

 

㈱三州屋入社 

オニックス㈱入社 

㈱千穂ジュエリー入社 

㈱尾張屋入社 

㈱桧家入社 

当社入社 

当社取締役不動産事業本部長(現：不動

産事業部長)就任(現任) 

(注)

2 

(注)

4 
－ 

取締役 
経営管理  

本部長 
山田 義夫 

1949年 

10月26日 

1968年４月 

 

 

2008年２月 

2015年９月 

2018年３月 

2021年１月 

2021年２月 

2021年８月 

 

2021年８月 

2022年11月 

クラリオン㈱入社 

(現：フォルシアクラリオン・エレクト

ロニクス㈱) 

㈱シモジマ入社 

東陽監査法人入所 

栄伸パートナーズ㈱取締役就任(現任) 

当社入社 

当社監査役就任 

㈱東日本ユニバーサル監査役就任 

(現任) 

㈱東日本賃貸保証監査役就任(現任) 

当社取締役経営管理本部長就任(現任) 

(注)

2 

(注)

4 
－ 

取締役 
建築営業

事業部長 
田中 裕一郎 

1982年 

２月28日 

2004年４月 

2018年11月 

2019年９月 

2021年８月 

 

㈱レオパレス21入社 

当社入社 

㈱東日本賃貸保証取締役就任 

当社取締役建築営業事業本部長(現：取

締役建築営業事業部長)就任(現任) 

(注)

2 

(注)

4 
－ 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬 
所有株式

数（株） 

 

 

監査役 

 

 

－ 髙村 政司 
1958年 

１月31日 

1981年４月 

 

 

1994年２月 

 

2004年２月 

 

2005年４月 

2009年10月 

2016年４月 

 

2018年７月 

2021年５月 

2021年12月 

2022年10月 

 

2022年11月 

クラリオン㈱入社 

（現：フォルシアクラリオン・エレクト

ロニクス㈱） 

同社子会社クラリオン・ドイツGmbH取

締役就任 

同社子会社クラリオン・フィリピン取

締役就任 

同社 経理本部連結管理部長就任 

㈱雪国まいたけ入社 

同社経営企画本部経理財務部副部長就

任 

同社経営企画本部推進役就任 

当社内部統制アドバイザー就任 

栄伸パートナーズ㈱取締役就任(現任) 

髙村社会保険労務士事務所代表就任

(現任) 

当社監査役就任（現任） 

(注)

3 

(注)

4 
－ 

監査役 

(非常勤) 
－ 唐澤 貴夫 

1959年 

９月29日 

1990年４月 

1990年４月 

1996年４月 

2004年７月 

2010年４月 

2018年６月 

2021年８月 

弁護士登録(第二東京弁護士会)(現任) 

兼子・岩松法律事務所入所(現任) 

第二東京弁護士会常議員 

財務省関東財務局証券検査官 

ニューリアルプロパティ㈱監査役就任 

㈱シモジマ補欠監査役就任(現任) 

当社監査役就任(現任) 

(注) 

3 

(注)

4 
－ 

計 500,000 

（注）１． 監査役 唐澤貴夫は、社外監査役であります。 

   ２． 取締役の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のもの 

に関する定時株主総会終結の時までであります。 

   ３． 監査役の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のもの 

に関する定時株主総会終結の時までであります。 

   ４． 2023年８月期における役員報酬の総額は65,670千円を支給しております。 
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】 

  ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、企業経営の透明性及びコーポレート・ガバナンスの有効的機能が求められていること 

並びに業績の向上のみならず、経営の健全性、公正性、透明性等の確保が重要であることを認識して

おります。 

具体的には、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と当社の置かれた社会的立場を重視した 

公正・公明な経営システムを構築し、維持することを最重要課題としております。 

また、適時適切な情報開示に努め経営の透明性を高め、ステークホルダーとの円滑な関係を構築す

るとともに、コンプライアンス体制の強化を図りながら意思決定と業務執行が適切に行われるよう、

適正かつ効率的な取締役会の運営に努めてまいります。 

 

  ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由  

当社は、企業統治の基本的な体制として、取締役会が重要な経営事項の審議及び意思決定と経営の

監督を行うほか、独立性を有する各監査役が各取締役の執行を監査する体制を構築しております。監

査の実効性確保の観点からガバナンス機能を発揮させるためにも経営企画部門・会計監査人と連携

し、業務執行の監視を行っています。 

   当社は、社外取締役を設置しておりませんが、社外監査役においては豊富な経験から経営課題に対

する提言を行うとともに適宜取締役会の意思決定の適法性について意見を交わし、経営監督の実効性

を高めております。 

   現行実施しておりますコーポレート・ガバナンスの体制を図示しますと以下のとおりであります。 

 

事業部・本部
グループ会社

委員会
コンプライアンス委員会
内部統制委員会
安全衛生委員会

報告

監査

監査

監 査 役 協 議 会
（監査役 １名 社外監査役 １名）

付議・報告

内部監査

外
部
専
門
家

監
査
法
人

連携・指示

選定・解職・監督

連携

連携

連携

選任・解任 選任・解任

指示 指示報告 報告

指導
助言

会計監査

通報
通報

監査

経
営
企
画
部

（
内
部
監
査
）

株 主 総 会

選任・解任

取 締 役 会
（取締役 ４名）

指示報告

経 営 会 議

代表取締役
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a.取締役会  

当社の取締役会は、取締役４名で構成されております。取締役会はグループ全体の視野に立ち、経営

の基本方針及び経営の重要な意思決定と業務執行を指揮監督する役割を担っております。取締役会規程

に基づき定例の取締役会を毎月１回開催するほか、必要に応じて適宜に開催しております。 

 

b.監査役協議会 

当社の監査役協議会は常勤監査役１名と非常勤監査役１名で構成されており、非常勤監査役は社外監

査役であります。監査役は、客観的な立場から取締役の職務の執行を監視・検証し、取締役の職務の執

行の妥当性、効率性を検証しております。 

代表取締役と意見交換を行うとともに、内部監査部門(経営企画部)や会計監査人と連携を図りなが

ら、各部門とのヒアリングや社内書類の閲覧等を行っております。なお、当社は監査役会を設置してい

ませんがそれに代わる機能として監査役協議会を設置しており、取締役会上程議案に対し、コンプライ

アンス及びガバナンスに対して意見具申を実施しております。 

 

c.経営会議 

  当社は、グループ間・事業部門間の連携を高め経営効率の向上を図るうえで、取締役会の補完機能と

して経営協議会を開催しております。 

経営方針や諸施策、事業運営にあたっての諸事項に関する報告・協議の機関として、当社の全取締

役、常勤監査役、各事業責任者である各部長、主要部門長が出席する経営協議会を原則毎月２回として

おります。 

 

d.内部統制委員会  

当社は、内部統制とリスク管理の重要性に鑑み、内部統制委員会を設置しております。 

内部統制委員会は、財務報告の信頼性、法令の順守、業務の有効性、資産の保全等を目的とする内部

統制の状況を確認し、問題を発見した場合には、部門が適切かつ効率的に内部統制の運用に取組み是正

措置を講じることとしております。 

開催頻度は四半期に 1回を原則としており、内部統制委員会では、コンプライアンスのほか情報セキ

ュリティ、個人情報保護、内部者取引防止等、内部統制・リスク管理に関する情報共有を行っておりま

す。 

 

③内部統制システムの整備の状況 

 当社の内部統制システムは、「内部統制システム基本規程」として、会社法第 362条第４項第６号並び

に会社法施行規則第 100条第１項及び第３項に定める「株式会社の業務の適正を確保するために必要な体

制の整備」について、取締役会において下記のとおり基本方針を定めております。 

 

a.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(1) コンプライアンス基本規程に基づき、取締役をはじめ全従業員の規範となるコンプライアンス企業行

動指針を制定し、推進活動に係る基本事項を定めコンプライアンスの徹底をはかります。 

(2) コンプライアンス担当役員を設置し、内部統制に係る仕組みづくりを内部統制担当部門（経営企画

部）と協力し実施するよう図っています。 

(3) 企業活動に関する法令を洗い出し、リスク評価を行い予防措置、対処方法、是正手段を検討します。 

(4) 監査役により内部監査規程等関連規程に基づき、独立した立場から客観的な監査役監査を実施しま

す。 

(5) 社外監査役１名を選任し、事業に関するアドバイス及び取締役等の業務遂行のモニタリングが実施さ

れる体制を整え、業務執行に関する監督の強化をはかります。 

 

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存と管理に関する体制 

(1) 株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書その他の職務の執行に係る文書等の情報は、取締役会規程
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及び文書管理規程に従い保存及び管理を行います。 

(2) 情報セキュリティ管理規程を制定し、財務諸表の作成に資することはもとより情報システムに関する

電子情報全般の管理体制の確立をはかっています。 また、個人情報保護規程を制定し、個人情報保護

方針の周知と個人情報管理を徹底します。 

(3) マイナンバーに関しても安全管理体制の確保に努めます。 

 

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(1) リスク管理規程 

コンプライアンスリスク、与信リスク、建築品質リスク、安全衛生リスク等ビジネス活動において直

面するリスクの特定、評価、対応を含めたリスクマネジメントを推進し、リスクに対応した基準やマニ

ュアル等の策定を行います。その活動の概要は取締役会へ報告します。 

(2) 株式等内部者取引（インサイダー取引）防止規程 

社内情報管理の強化をはかるとともにインサイダー取引を未然に防止し、証券市場における信頼を保

することに努めます。 

また、インサイダー取引防止のため幹部及び従業員等への研修をします。  

(3) 反社会的取引防止規程 

反社会的勢力との取引の防止に必要な社内体制や手続きについて定め、社会規範を尊重して良識ある

企業活動を心がけます。 

(4) 危機管理規程 

災害等（地震・火災・新型コロナウィルス・その他）に起因する緊急事態について、社長を対策本部

長として対策本部を設置して、各部署に委員を配置しています。また、首都圏直下型地震に備え、人命

の安全確保及び事業の早期開催（BCP計画）の取り組みに関するマニュアルの策定を目指します。 

(5) 個人情報保護規程 

情報セキュリティ管理、秘密保持、情報漏洩リスク及び情報セキュリティの全社的管理を実行しま

す。 

(6) 関係会社管理規程  

重要な契約の締結、重要な投資等は子会社からの要請により当社で内容を審議し、損失の危険の抑制

をはかります。 

(7) 内部監査規程 

内部監査担当部門（経営企画部）と監査役と連携して実施することにより、各部門での損失・ 棄損

の拡大防止とリスクの低減をはかります。 

 

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1) 当社は、取締役会を毎月１回実施、業務の統制をはかるための調整機関である経営会議を月２回開催

しています。これにより、業務の全般的執行方針及び重要な業務の実施等に関し、多面的な検討を経て

協議・報告の上、適切に意思決定をはかります。 

(2) 業務の効率的運用や責任体制の確立をはかるため、組織及び職務権限規程、業務分掌・職務権限基準

を制定しています。 

(3) 短期利益計画に基づき、短期経営計画の策定及び各部門長方針を策定し、定めた方法により経営計画

の進捗状況の確認、経営目標の達成度向上をはかり、又、経営環境の変化等により適宜経営計画の見直

しをはかります。  

(4) 中期経営計画の策定し、これにより当社の経営の方向性を定めていくともに企業価値の拡大をはかり

ます。 

 

e.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(1) コンプライアンス基本規程を全従業員（子会社の従業員含む）の規範とすべくコンプライアンス行動

指針を制定し、全従業員がルールを順守し誠実かつ公正に業務遂行するようコンプライアンスの徹底を

はかります。 

(2) 各部門は、企業活動に関連する法令を洗い出し、リスク評価を実施し予防措置、対処方法、是正手段

を検討します。 
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 (3) 企業取引の公正化をはかるため下請法(下請代金支払遅延防止法)を順守します。 

(4) 秘密保持規程等により、営業秘密の漏洩防止をはかります。 

また、従業員のメンタルヘルスによるストレスチェックの実施により、心理的負担の程度を把握し健

康増進に努めます。 

(5) 従業員等が法令順守上疑義のある行為等について、直接情報提供が行えるよう外部通報・社内通報

規程に基づき相談・通報窓口を設置しています。 

 (6) 内部監査機能を有する管理部門は、各部署の業務プロセス等を定期的に監査し、業務活動の有効

性、適法性、社内規程の順守等に関する検証を行っています。監査結果や改善の要否は社長へ報告す

るとともに改善指導を行います。 

 (7) コンプライアンス担当部門、内部監査担当部門は、事業の推進にあたり監査役と連携し全社のコン

プライアンス体制及びコンプライアンスの問題の有無を調査・検討します。 

 (8) 子会社は、コンプライアンスに係る諸規程を制定し、子会社の代表者及び各部門長は実行します。 

 

f.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制  

(1) 子会社に対する統一的な管理事項を定めた関係会社管理規程を制定し、子会社管理部門は子会社が行

う重要事項に関して承認基準を制定しこれに基づいて実行します。 

子会社の取締役等は同規程及び取締役会規程に基づき毎月１回の取締役会において経営状況と今後の

方針等を協議・報告します。 

(2) 子会社は短期利益計画を立案し、これを当社の取締役会にて審議・承認することにより、子会社の取

締役等の職務の実効性を高めます。子会社の取締役等は、経営計画との乖離や齟齬が生じた場合、毎月

の会議体や取締役会において、計画修正し職務遂行をはかります。 

(3) 子会社との取引については、基本契約や社内規定等に基づき市場価格によって適切に行います。 

(4) 子会社の従業員等が、法令順守上疑義のある行為について直接情報提供が行えるよう子会社において

も当社の通報・相談窓口を使用させることとしています。 

 

g.監査役がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

(1) 監査役からの要請に基づき、監査役の職務を補助するために必要な要員は配置します。 

(2) 監査役の職務を補助する使用人に対しては、当社の他の部署に属さないこととし独立した対応を確保

します。 

(3) 監査役補助員の独立性は、取締役会の指揮命令には属さず、監査役補助員に対する人事異動・人事考

課・その他の人事上の措置は、監査役の承認を得ます。 

(4) 監査役の職務を執行するうえで必要な費用は請求により会社は速やかに支払うものとします。 

 

h.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

(1) 管理部門に属する内部監査担当者の内部監査の結果及び、リスク管理委員会、コンプライアンス委員

会、安全衛生委員会等の活動状況について監査役に報告します。また、監査役が追加監査の必要性を認

めたときは、追加監査の実施を求めることができる。 

(2) 通報規程に基づく通報・相談制度により、経営幹部等の不正が通報された場合は、速やかに監査役に

報告します。 

(3) 子会社についても公益通報者保護法に基づき、当社の通報規程に基づき通報制度を行った従業員等に

対して不利益な取り扱いをしないことと個人情報保護は担保いたします。 

(4) 取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告

いたします。 

 

i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(1) 監査役は監査の実施にあたり、管理部門の内部監査担当及び会計監査人と連携することができる。ま

た、取締役会をはじめ重要な会議体に出席することがでる。その場において意見及び説明を求めること

ができる。 

(2) 監査役は会計監査人を監視及び監査手続等の検証し、会計監査人の独立性を確保するとともに会計監
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査人の監査報告について独自に報告を受けることができる。 

(3) 監査役は、社長並びに取締役、会計監査人との意思疎通をはかるために定期的に意見交換を開催する

ことができる。 

(4) 決裁手続規程に基づき申請される稟議書等は監査役の承認を得ることにします。 

(5) 監査役及び社外監査役は、監査役会の代わりに監査役協議会を開催し、取締役会の開催後審議議案の

内容の妥当性を検証するものとする。 

 

④企業統治に関するその他の事項 

a. 社外取締役及び社外監査役の状況 

   当社は社外取締役を選任しておりません。 

社外監査役１名を選任しております。 

社外監査役は経営に対する監視・監督機能の強化及び透明性の高い経営の確保に寄与しておりま

す。社外監査役の唐澤貴夫氏は兼子・岩松法律事務所に所属し弁護士資格(第二東京弁護士会所属)を

有しており、長年の弁護士として豊富な経験を有し企業法務に精通しているとともに、より独立した

立場から監査の実効性を確保するため選任するものであります。 

    当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針について、特段の定めはありま

せんが、選任に際しては客観的・中立的に経営管理機能が発揮されるよう、並びに取引関係等を考慮

して選任しております。 

 

b. 社外監査役との責任限定契約の締結 

社外監査役１名とは会社法第 426 条第１項の規定に基づき、同法第 423条第１項の 損害賠償責任を

限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の規定する額とし

ております。 

 

c. 会計監査の状況 

   当社は、シンシア監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から「特定上場有価証券に関する有価

証券上場規程の特例」第 110条第５項に基づき、監査を受けております。 

  業務を執行した公認会計士は金野栄太郎氏及び大森淳子氏の２名であり、いずれも継続監査年数は７

年以内であります。また、当該監査業務にかかる補助者は公認会計士７名であります。 

  なお、当社と監査に従事する公認会計士その他補助者との間には、特別の利害関係はありません。 

 

d. 取締役の選任決議要件 

（ⅰ）取締役の定数  

当社の取締役は７名以内とする旨を定款で定めております。 

（ⅱ）取締役の選任方法  

当社は取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は累積投票によらないものと

する旨を定款に定めております。 

 

e.役員の報酬等 

（ⅰ）取締役の報酬 

当社の取締役の報酬額は、2022年 11 月 24日開催の定時株主総会において、経済情勢の変化、諸般の事

情を考慮して、年額 200百万円以内(うち、社外取締役分は 20百万円以内、使用人分給与は含まない)と決 

議しております。 

（ⅱ）監査役の報酬 

当社の監査役の報酬額は、2022年 11 月 24日開催の定時株主総会において、経済情勢の変化等、諸般の

事情を考慮して、年額 30百万円以内と決議しております。 
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（ⅲ）役員報酬の内容（最近事業年度） 

役員区分 

報酬等の 

総額 

（千円） 

報酬等の種類別の総額（千円） 
対象となる 

役員の員数 

（人） 基本報酬 賞与 

ストック 

オプショ

ン 

取締役 59,190 59,190 － － ４ 

監査役 

(社外監査役を除く) 
4,800 4,800 － － １ 

社外役員 1,680 1,680   １ 

計 65,670 65,670 － － ６ 

 

f. 支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方針 

  支配株主との取引が発生する場合には、当該取引条件を一般の取引条件と同等の条件に照らし合わせて決定

しております。公正で適切な取引関係に維持に努めることにより、少数株主の利益を害することの無いよ

う対応しております。 

また、関連当事者取引については、取引の際には取締役会の決議を得ることとしています。このような

運営を実施することで、関連当事者取引は取締役会において適宜把握し、少数株主の利益を損なう取引を

排除する体制を構築しております。 

 

g. 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項 

（ⅰ）自己の株式の取得  

当社は、機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第 165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議 

をもって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。 

（ⅱ）中間配当  

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第 454条第５項の定めに基づき、取締役

会の決議により毎年２月末日を基準日として中間配当を実施することができる旨を定款に定めておりま

す。 

 

h．株主総会の特別決議要件  

当社は、株主総会の円滑な運営を図るため、会社法第 309条第２項に定める株主総会の特別決議要件に

つい て、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決

権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。 
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（２）【監査報酬の内容等】 

①【監査法人に対する報酬の内容】 

区分 

最近連結会計年度 

監査証明業務に 

基づく報酬（千円） 

非監査業務に 

基づく報酬（千円） 

発行者 17,000 － 

連結子会社 － － 

計 17,000 － 

 

②【その他重要な報酬の内容】 

該当事項はありません。 

 

  ③【監査法人の発行者に対する非監査業務の内容】 

   該当事項はありません。 

 

④【監査報酬の決定方針】 

   当社の監査報酬の決定方針としては、監査法人から提示された監査計画に基づき、監査法人の

実施する職務内容等を踏まえ、必要な監査時間や投下工数等を考慮するとともに当社と同規模程

度の同業他社の実績等を参考としたうえで、その適切性、妥当性を検討しております。 

   なお、監査報酬の決定においては、各監査役の意見等を重視しております。 
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第６【経理の状況】 

 

１．連結財務諸表の作成方法について 

（１）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1976 年大蔵省令

第 28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 

（２）当社の連結財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程

の特例」第 110 条第６項で認められた会計基準のうち、わが国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して作成しております。 

 

２．監査証明について 

当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第 110条

第５項の規定に基づき、当連結会計年度（2022 年９月１日から 2023年８月 31日まで）の連結財務諸

表について、シンシア監査法人により監査を受けております。 
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【連結財務諸表等】 

（１）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

（2022年８月31日） 
当連結会計年度 

（2023年８月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 859,640 950,029 

完成工事未収入金 ※１  98,381 ※１  125,290 

販売用不動産 5,479 ※３  339,928 

仕掛販売用不動産  ※３  182,905     1,970 

商品 － 243 

未成工事支出金 － 2,318 

貯蔵品 677 838 

その他 ※１   76,154 ※１   94,274 

貸倒引当金 △1,635 △612 

流動資産合計 1,221,603 1,514,282 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額）  27,758  40,331 

   その他（純額）  8,322   10,460 

有形固定資産合計 ※２  36,081 ※２   50,791 

無形固定資産 2,819 2,337 

  投資その他の資産   

   繰延税金資産 17,333 13,165 

   破産更生債権 21,245 － 

   その他 65,854 99,674 

   貸倒引当金 △21,245 － 

投資その他の資産合計 83,187 112,840 

  固定資産合計 122,088 165,969 

資産合計 1,343,692 1,680,252 
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  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

（2022年８月31日） 
当連結会計年度 

（2023年８月31日） 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 122,171 162,710 

短期借入金           ※３  89,800  ※３  159,165 

1年内返済予定の長期借入金 8,016 8,016 

1年内償還予定の社債 32,000 66,000 

未払法人税等 38,244 52,593 

未払消費税等 52,166 5,663 

未払金 86,884 86,050 

未成工事受入金 ※１  143,404 ※１  165,583 

預り金 57,486 79,668 

賞与引当金 5,890 11,722 

工事損失引当金 3,796 － 

その他 ※１  64,640 ※１  13,631 

流動負債合計 704,501 810,805 

固定負債   

長期借入金 133,968 125,952 

社債 68,000 102,000 

その他 6,091 573 

固定負債合計 208,059 228,525 

負債合計 912,560 1,039,331 

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,000 30,000 

利益剰余金 401,132 610,921 

株主資本合計 431,132 640,921 

純資産合計 431,132 640,921 

負債純資産合計 1,343,692 1,680,252 
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】 

【連結損益計算書】 

  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

（自2021年９月１日 
至2022年８月31日） 

当連結会計年度 
（自2022年９月１日 
至2023年８月31日） 

売上高 ※１    2,953,460 ※１  3,381,448 

売上原価 ※２，３  1,881,578 ※３   2,017,227 

売上総利益 1,071,882 1,364,221 

販売費及び一般管理費 ※４     831,705 ※４  1,051,218 

営業利益 240,177 313,002 

営業外収益   

受取利息 9 7 

貸倒引当金戻入額 － 1,931 

訴訟和解金 － 1,300 

不動産取得税還付金 － 581 

補助金収入 2,953 200 

賃貸料収入 1,234 － 

役員報酬返納額 827 － 

その他 1,767 335 

営業外収益合計 6,790 4,355 

営業外費用   

支払利息 4,072 1,888 

社債発行費 869 709 

支払保証料 142 451 

リース解約損 757 － 

その他 1,081 385 

営業外費用合計 6,923 3,434 

経常利益 240,044 313,923 

特別利益   

 固定資産売却益       －        ※５     290 

 資産除去債務戻入益 2,070 － 

特別利益合計 2,070 290 

特別損失   

減損損失 ※６     162       － 

特別損失合計 162 － 

税金等調整前当期純利益 241,951 314,214 

法人税、住民税及び事業税 73,606 90,257 

法人税等調整額 △1,588 4,167 

法人税等合計 72,017 94,424 

当期純利益 169,933 219,789 

親会社株主に帰属する当期純利益 169,933 219,789 
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【連結包括利益計算書】 
  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

（自2021年９月１日 
至2022年８月31日） 

当連結会計年度 
（自2022年９月１日 
至2023年８月31日） 

当期純利益 169,933 219,789 

包括利益 169,933 219,789 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 169,933 219,789 
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③【連結株主資本等変動計算書】 
前連結会計年度（自 2021年９月１日 至 2022 年８月 31日） 

(単位：千円) 

 
株主資本 

純資産合計 
資本金 利益剰余金 株主資本合計 

当期首残高 30,000 241,198 271,198 271,198 

当期変動額     

剰余金の配当  △10,000 △10,000 △10,000 

親会社株主に帰属する 
当期純利益  169,933 169,933 169,933 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） － － － － 

当期変動額合計 － 159,933 159,933 159,933 

当期末残高 30,000 401,132 431,132 431,132 

 
 

当連結会計年度（自 2022年９月１日 至 2023年８月 31日） 
(単位：千円) 

 
株主資本 

純資産合計 
資本金 利益剰余金 株主資本合計 

当期首残高 30,000 401,132 431,132 431,132 

当期変動額     

剰余金の配当  △10,000 △10,000 △10,000 

親会社株主に帰属する 
当期純利益  219,789 219,789 219,789 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 

－ － － － 

当期変動額合計 － 209,789 209,789 209,789 

当期末残高 30,000 610,921 640,921 640,921 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

（自2021年９月１日 
至2022年８月31日） 

当連結会計年度 
（自2022年９月１日 
至2023年８月31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 241,951 314,214 

減価償却費 6,968 9,035 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22,880 △22,268 

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,091 5,831 

製品保証損失引当金の増減額（△は減少） △2,849 － 

工事損失引当金の増減額（△は減少） 3,796 △3,796 

受取利息及び受取配当金 △9 △7 

支払利息 4,072 1,888 

固定資産売却益 － △290 

資産除去債務戻入益 △2,070 － 

売上債権の増減額（△は増加） △49,383 △26,727 

棚卸資産の増減額（△は増加） 189,758 △156,237 

破産更生債権の増減額（△は増加） △21,245 21,245 

仕入債務の増減額（△は減少） 57,540 40,884 

未払消費税等の増減額（△は減少） 37,481 △46,503 

未払金の増減額（△は減少） 20,671 473 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 22,425 22,179 

預り金の増減額（△は減少） 29,012 22,312 

その他 45,827 △70,003 

小計 608,919 112,227 

利息及び配当金の受取額 9 7 

利息の支払額 △4,766 △1,667 

法人税等の支払額 △90,033 △75,907 

営業活動によるキャッシュ・フロー 514,129 34,659 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 － 327 

有形固定資産の取得による支出 △13,849 △23,125 

無形固定資産の取得による支出 △3,005 △137 

敷金及び保証金の回収による収入 2,450 410 

敷金及び保証金の差入による支出 △11,880 △28,337 

保険積立金の払戻による収入 1,480 － 

保険積立金の積立による支出 △5,931 △5,931 

 短期貸付金の回収による収入 328 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,408 △56,794 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入による収入 148,800 180,000 

短期借入金の返済による支出 △279,800 △110,635 

長期借入金の返済による支出 △8,016 △8,016 

社債の発行による収入 100,000 100,000 

社債の償還による支出 － △32,000 

長期未払金の返済による支出 △4,538 △6,825 

配当金の支払額 △10,000 △10,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー △53,554 112,523 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 430,166 90,388 

現金及び現金同等物の期首残高 429,473 859,640 

現金及び現金同等物の期末残高 ※  859,640 ※  950,029   
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【注記事項】 

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項） 

１．連結の範囲に関する事項 

 すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

 株式会社東日本ユニバーサル 

 株式会社東日本賃貸保証 

 

２．持分法の適用に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

   連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

    

４．会計方針に関する事項 

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ 棚卸資産 

① 販売用不動産、仕掛販売用不動産、未成工事支出金、貯蔵品 

 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。 

 

     ② 商品 

 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法によ 
り算定）を採用しております。 

  

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物及び構築物につい

ては、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

 建物及び構築物     ６年～22年 

ロ 無形固定資産 

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。 

 

（３）重要な引当金の計上基準 

イ 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒 

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており 

ます。 

ロ 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計 

上しております。 
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  ハ 工事損失引当金 

     受注工事の損失に備えるため、当連結会計年度末における未完成・未引渡しの工事のうち損 

失が発生すると見込まれ、かつ損失額を合理的に見積もることが可能な工事について、当該損 

失見積額を計上しております。 

 

（４）重要な収益及び費用の計上基準 

  当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充 

足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。 

 イ 建築・不動産事業 

（建築事業） 

建築事業に係る履行義務については、主に戸建て賃貸住宅の建築請負工事を行っており、顧客 

との請負工事契約に基づき、建築工事を行う義務を負っております。当該履行義務は請負工事を 

進めるにつれて物件の価値が増加し顧客が当該資産を支配することから、一定期間にわたり充足 

される履行義務であり、工事の進捗度に応じて収益を認識しております。なお、履行義務の充足 

に係る進捗度の見積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法を適用しております。 

また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回 

収することが見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識しております。 

取引価格は請負工事契約により決定され、対価は契約に定められた時期に段階的に受領してお 

ります。 

(不動産売買） 

     不動産売買に係る履行義務については、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行 

う義務を負っております。当該履行義務は、不動産売買取引が完了する時点で充足する履行義務で 

あり、当該時点において収益を認識しております。取引価格は顧客との契約により決定しており、 

対価は当該契約に基づき受領しております。 

  （不動産仲介） 

     不動産仲介に係る履行義務については、不動産の売買の際に買主と売主の間に立ち売買契約を成 

立させる事業であり、顧客との媒介契約に基づき販売活動から契約条件の調整等の契約成立に向け 

ての義務、重要事項説明書の交付・説明、契約書の作成・交付及び契約の履行手続きへの関与等一 

連の業務に関する義務を負っております。当該履行義務は、顧客との媒介契約により成立した不動 

産売買契約に関する物件が引渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益 

を認識しております。 

   ロ 賃貸管理等事業 

    賃貸管理及び賃貸仲介に係る履行義務については、入居者の募集、賃料等の徴収、契約更新等に係 

る事務業務を遂行する義務を負っており、契約条件に基づき、サービスの提供が完了した時点で収益

を認識しております。また、不動産賃貸に係る履行義務については、賃貸による収益は「リース取引

に関する会計基準」（企業会計基準第 13号 2007年３月 30日）に基づき賃貸借期間にわたり認識し

ております。さらに、家賃保証業務については、賃貸不動産の入居者の賃貸料等を保証する義務を負

っており、サービスの提供期間にわたり履行義務が充足されるに従って収益を認識しております。 

 

   ハ 指定障がい福祉サービス事業 

    就労継続支援Ａ型事務所の運営と自立のための職業訓練サービス等を提供しており、顧客へのサー 

ビス提供完了時点において履行義務が充足されると判断し、当該サービス提供完了時点で収益を認識 

しております。 

  



 

－50－ 
 

（５）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少 

なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

 

  （６）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

    繰延資産の処理方法 

     社債発行費は、支払時に全額費用処理しております。 
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（重要な会計上の見積り） 

一定の期間にわたり履行義務を充足する工事契約に関する収益認識 

（１）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額 

   
前連結会計年度 

（自2021年９月１日 
至2022年８月31日） 

当連結会計年度 
（自2022年９月１日 
至2023年８月31日） 

売上高 245,140千円 486,079千円 

 

（注）上記の金額は、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり認識された収益のうち、 
連結会計年度末時点で未完成・未引渡しの工事契約を対象として記載しております。 

  

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

一定の期間にわたり充足される履行義務のうち、合理的な進捗度の見積りが可能なものについ

ては、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。進

捗度の測定はインプット法によっており、これに応じて当連結会計年度の売上高を認識しており

ます。なお、工事進捗率を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが

見込まれる場合には、原価回収基準により収益を認識しております。また、工事収益総額、工事

原価総額、決算日における工事進捗度について、個別の工事契約ごとに、決算日において入手可

能なすべての情報に基づき最善の見積りを行っております。 
一定の期間にわたり履行義務を充足する工事契約に関する収益認識の基礎となる工事原価総額

は、工事契約ごとの実行予算を使用して見積りを行っておりますが、実行予算の策定にあたって

は、必要となる施工内容に応じた材料等の調達価格の見積りに不確実性が伴います。これらの諸

条件を含めた見積りの前提条件に重要な変更が生じた場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表

に重要な影響を与える可能性があります。 
 

 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度（自 2022 年９月１日 至 2023年８月 31日）の期首より「時価の算定に関する会 
計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31号 2021年６月 17日。以下「時価算定会計基準適用

指針」という。）を適用し、時価算定会計基準適用指針第 27－２項に定める経過的な取扱いに従って、

時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。 
なお、連結財務諸表に与える影響はありません。 

 
 
 （連結貸借対照表関係） 

※１ 契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の金額は、連結財務諸

表「【注記事項】（収益認識関係）３．（１）契約資産及び契約負債の残高等」に記載しておりま

す。 

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

 
前連結会計年度 

（2022年８月31日） 
当連結会計年度 

（2023年８月31日） 

有形固定資産の減価償却累計額 27,912千円 33,347千円 
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※３ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（2022年８月31日） 
当連結会計年度 

（2023年８月31日） 

販売用不動産 －千円 103,000千円 

仕掛販売用不動産 89,800千円 －千円 

計 89,800千円 103,000千円 

 

担保付債務は、次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（2022年８月31日） 
当連結会計年度 

（2023年８月31日） 

短期借入金 89,800千円 100,000千円 

計 89,800千円 100,000千円 

 
 

（連結損益計算書関係） 

 ※１ 売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しており 

ません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「【注記事項】（収益認識関係） 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。 

 

※２ 売上原価に含まれる工事損失引当金繰入額の額は次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自2021年９月１日 
至2022年８月31日） 

当連結会計年度 
（自2022年９月１日 
至2023年８月31日） 

売上原価 3,796千円 －千円 

計 3,796千円 －千円 

 

※３ 売上原価に含まれる棚卸資産の収益性低下による簿価切下げ額は次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自2021年９月１日 
至2022年８月31日） 

当連結会計年度 
（自2022年９月１日 
至2023年８月31日） 

売上原価 2,409千円 2,974千円 

計 2,409千円 2,974千円 

 

※４ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自2021年９月１日 
至2022年８月31日） 

当連結会計年度 
（自2022年９月１日 
至2023年８月31日） 

給料及び手当 473,540 千円 554,477 千円 

賞与引当金繰入額 5,473  〃 10,255  〃 

貸倒引当金繰入額 22,880  〃 △1,023  〃 

製品保証損失引当金繰入額 △2,849   〃 －  〃 

 

※５ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自2021年９月１日 
至2022年８月31日） 

当連結会計年度 
（自2022年９月１日 
至2023年８月31日） 

機械装置及び運搬具 －千円 290千円 

計 －千円 290千円 
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※６ 減損損失 

   前連結会計年度（自 2021 年９月１日 至 2022 年８月 31日） 

    当連結会計年度において、土地について 162千円の減損処理を行っております。 

    当該土地は境界線上の狭小地であり、将来の回収可能性を検討した結果、回収可能額が帳簿価額

を下回ることになることから、総合的に判断し、減損損失として特別損失に計上いたしました。 
 

①  減損損失を認識した資産グループの概要 
地域 主な用途 種類 減損損失 

さいたま市 遊休資産 土地 162千円 

 
② グルーピングの方法 

当社グル－プは、原則として事業用資産については、事業を基準としてグル－ピングを行っており、

不動産の個別物件ごとにグルーピングを行っています。 
 

③ 回収可能価額の算定方法 
回収可能価額は、正味売却可能価額により測定しており、地方公共団体の発行する土地等課税標準

額や、必要に応じて不動産鑑定士による鑑定評価等に基づいて評価しております。 
 

  当連結会計年度（自 2022年９月１日 至 2023 年８月 31日） 

   該当事項はありません。 
 
 
（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 2021年９月１日 至 2022年８月 31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 100 － － 100 

 

（変動事由の概要） 

該当事項はありません。 

 

２．自己株式に関する事項 
  該当事項はありません。 

 

３．新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

    

４．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

2021年11月18日 
定時株主総会 

普通株式 10,000 100,000  2021年８月31日  2021年11月19日 
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（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配当額 

（円） 
基準日 効力発生日 

2022年11月24日 
定時株主総会 

普通株式 10,000 利益剰余金 100,000 2022年８月31日 2022年11月25日 

 

当連結会計年度（自 2022年９月１日 至 2023年８月 31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 100 － － 100 

 

（変動事由の概要） 

該当事項はありません。 

 

２．自己株式に関する事項 
  該当事項はありません。 

 

３．新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

2022年11月24日 
定時株主総会 

普通株式 10,000 100,000  2022年８月31日  2022年11月25日 

 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配当額 

（円） 
基準日 効力発生日 

2023年11月29日 
定時株主総会 

普通株式 10,000 利益剰余金 100,000 2023年８月31日 2023年11月30日 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 
前連結会計年度 

（自2021年９月１日 
至2022年８月31日） 

当連結会計年度 
（自2022年９月１日 
至2023年８月31日） 

現金及び預金勘定 859,640千円 950,029千円 

預入期間が３か月を超える定期預金 － 〃 － 〃 

現金及び現金同等物 859,640千円 950,029千円 

 
 

（リース取引関係） 

オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

 
前連結会計年度 

（2022年８月31日） 
当連結会計年度 

（2023年８月31日） 

１年内 3,691千円 3,691千円 

１年超 49,294 〃 45,603 〃 

合計 52,986千円 49,294千円 

 
 
（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については金融機関

からの借入による間接金融の他、社債の発行等による直接金融により行う方針であります。 

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である売掛金及び完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。 

営業債務である工事未払金等はすべて１年以内の支払期日であります。短期借入金は、主に事

業用地の取得資金や請負工事における建築資金としての資金調達であり、長期借入金及び社債は、

運転資金としての資金調達であります。なお、営業債務や借入金等は、流動性リスクを有してお

りますが、資金計画表を作成し、管理しております。 

 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

    ① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

       営業債権については、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っており、財務状況等の悪化

による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。 

② 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

      営業債務、借入金については、担当部署が月次ベースで資金繰り計画を作成・更新するとと

もに手元流動性の維持等により流動性リスクを管理しています。 

 

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価の算定においては、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでい

るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

 
前連結会計年度（自 2021年９月１日 至 2022 年８月 31日） 

 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

(1)社債（*2） 100,000 100,262 262 

(2)長期借入金（*3） 141,984 138,981 △3,002 

負債計 241,984 239,244 △2,739 

（*1）「現金及び預金」、「完成工事未収入金」、「工事未払金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」、 

「未払消費税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近 

似するものであることから、記載を省略しております。 

（*2）1年内償還予定の社債を含めております。 

（*3）1年内返済予定の借入金を含めております。 

 

当連結会計年度（自 2022年９月１日 至 2023年８月 31日） 

 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

(1)社債（*2） 168,000 168,349 349 

(2)長期借入金（*3） 133,968 130,299 △3,668 

負債計 301,968 298,649 △3,318 

（*1）「現金及び預金」、「完成工事未収入金」、「工事未払金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」、 

「未払消費税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近 

似するものであることから、記載を省略しております。 

（*2）1年内償還予定の社債を含めております。 

（*3）1年内返済予定の借入金を含めております。 

 

（注１）．金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

前連結会計年度（自 2021年９月１日 至 2022 年８月 31日） 

 
１年以内 
（千円） 

１年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

現金及び預金 859,640 － － － 

完成工事未収入金 98,381 － － － 

合計 958,022 － － － 

 

当連結会計年度（自 2022年９月１日 至 2023年８月 31日） 

 
１年以内 
（千円） 

１年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

現金及び預金 950,029 － － － 

完成工事未収入金 125,290 － － － 

合計 1,075,320 － － － 
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（注２）．社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

前連結会計年度（自 2021年９月１日 至 2022 年８月 31日） 

 
１年以内 
（千円） 

１年超 
２年以内 
（千円） 

２年超 
３年以内 
（千円） 

３年超 
４年以内 
（千円） 

４年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
（千円） 

短期借入金 89,800 － － － － － 

社債 32,000 32,000 36,000 － － － 

長期借入金 8,016 8,016 8,016 17,096 16,992 83,848 

合計 129,816 40,016 44,016 17,096 16,992 83,848 

 
当連結会計年度（自 2022年９月１日 至 2023年８月 31日） 

 
１年以内 
（千円） 

１年超 
２年以内 
（千円） 

２年超 
３年以内 
（千円） 

３年超 
４年以内 
（千円） 

４年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
（千円） 

短期借入金 159,165 － － － － － 

社債 66,000 70,000 32,000 － － － 

長期借入金 8,016 8,016 17,096 16,992 16,992 66,856 

合計 233,181 78,016 49,096 16,992 16,992 66,856 

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

 金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、レベル１からレベ 

ル３の３つのレベルに分類しております。 

 レベル１の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の 

算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

 レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に 

係るインプットを用いて算定した時価 

 レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 

（１）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品 

    該当事項はありません。  
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（２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

  前連結会計年度（2022年８月 31 日） 
 時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

社債 －  100,262 －  100,262 

長期借入金 －  138,981 －  138,981 

負債計 －  239,244 －  239,244 

（注）１．時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

    社債及び長期借入金 

     元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によ 

り算出しており、レベル２の時価に分類しております。 

２．１年以内返済予定の長期借入金及び 1年以内償還予定の社債を含んでおります。 

 

当連結会計年度（2023年８月 31 日） 
 時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

社債 －  168,349 －  168,349 

長期借入金 －  130,299 －  130,299 

負債計 －  298,649 －  298,649 

（注）１．時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

    社債及び長期借入金 

     元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によ 

り算出しており、レベル２の時価に分類しております。 

２．１年以内返済予定の長期借入金及び 1年以内償還予定の社債を含んでおります。 

 

 

（退職給付関係） 

１．確定拠出制度の概要 

当社は、従業員の退職に備えるため、企業型ＤＣ（企業型確定拠出年金）制度を採用しております。 

   

２．確定拠出制度 

  
前連結会計年度 

（自2021年９月１日 
至2022年８月31日） 

当連結会計年度 
（自2022年９月１日 
至2023年８月31日） 

確定拠出制度への要拠出額 1,948 千円 5,701 千円 
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（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
前連結会計年度 

（2022年８月31日） 
当連結会計年度 

（2023年８月31日） 

繰延税金資産   

貸倒引当金  3,997千円  － 千円 

賞与引当金  2,018 〃             4,016 〃 

工事損失引当金  1,300 〃 －   〃 

未払費用  5,656 〃 2,128  〃 

未払事業税  4,421 〃 5,297 〃 

借地権 1,620 〃 1,585 〃 

その他 1,060 〃 2,878 〃 

繰延税金資産合計  20,074千円 15,906千円 

繰延税金負債   

保険積立金  △2,740千円 △2,740千円 

繰延税金負債合計  △2,740千円 △2,740千円 

繰延税金資産の純額 17,333千円 13,165千円 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差 

異の原因となった主要な項目別の内訳 

 
前連結会計年度 

（2022年８月31日） 
当連結会計年度 

（2023年８月31日） 

法定実効税率  34.3％  34.3％ 

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目  0.5％             0.4％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.9％ △0.6％ 

住民税均等割 0.2％ 0.3％ 

税額控除 △3.9％ △3.6％ 

その他 △0.5％ △0.7％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率   29.7％  30.1％ 

 

 

 （資産除去債務関係） 

  本社及び事務所等の不動産賃貸借契約に基づき、事務所の退去時における原状回復に係る債務を資産

除去債務として認識しております。 

  なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めな 

いと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用計上する方 

法によって処理しております。 

 
  



 

－60－ 
 

(収益認識関係) 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

前連結会計年度（自 2021年９月１日  至 2022年８月 31日） 
      （単位：千円） 

 

報告セグメント 

建築・不動産事業 賃貸管理等事業 
指定障がい福祉 
サービス事業 

計 

一時点で移転される財又はサービス 998,600 71,301 119,325 1,189,227 

一定期間にわたり移転される財又は
サービス 

1,742,240 8,032 － 1,750,273 

顧客との契約から生じる収益 2,740,841 79,334 119,325 2,939,501 

その他の収益 － 13,959 － 13,959 

外部顧客への売上高 2,740,841 93,294 119,325 2,953,460 

(注)「その他の収益」は、企業会計基準第 13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動

産賃貸収入であります。 

 

当連結会計年度（自 2022年９月１日  至 2023年８月 31日） 
      （単位：千円） 

 

報告セグメント 

建築・不動産事業 賃貸管理等事業 
指定障がい福祉 
サービス事業 

計 

一時点で移転される財又はサービス 1,195,630 105,342 123,585 1,424,558 

一定期間にわたり移転される財又は
サービス 

1,936,788 8,975 － 1,945,764 

顧客との契約から生じる収益 3,132,419 114,318 123,585 3,370,323 

その他の収益 － 11,125 － 11,125 

外部顧客への売上高 3,132,419 125,443 123,585 3,381,448 

(注)「その他の収益」は、企業会計基準第 13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動

産賃貸収入であります。 

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４ 会計方針に関する事項（４）重要な収益及び

費用の計上基準」に記載のとおりであります。 

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係及び当連

結会計年度末において存在する顧客との契約からの当連結会計年度の末日後に認識すると見込まれ

る収益の金額及び時期に関する情報 

 

（１）契約資産及び契約負債の残高等 

顧客との契約から生じた契約資産及び契約負債の残高は、次のとおりであります。 

（単位：千円） 

 前連結会計年度（2022年８月 31日） 

期首残高 期末残高 

顧客との契約から生じた債権 34,174 33,216 

契約資産 37,970 86,479 

契約負債 124,601 159,338 
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  （注）１．契約資産は建築請負契約において、発生した工事原価に基づいて測定した進捗度により収

益を認識したことによって生じた顧客に対する未請求の債権であります。連結貸借対照表

上、契約資産は「完成工事未収入金」に含まれております。 

      また、顧客との契約から生じた債権のうち「完成工事未収入金」に含まれる額は期首 10,143

千円、期末 11,902千円であります。その他に、流動資産の「その他」に期首 24,031千円、 

期末 21,314 千円含まれております。 

     ２．契約負債は建築請負契約において、引渡しを完了していない工事について、建築請負代金

として受領した金額を債務として認識しているもの、及び不動産売買契約に基づいて顧客

から受領した前受金であります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。連結貸借

対照表上、それぞれ「未成工事受入金」、「流動負債」の「その他」に計上しており、「流動

負債」の「その他」には期首 3,622千円、期末 15,933千円含まれております。また、当連

結会計年度に認識した収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は 113,231

千円であります。 

    

（単位：千円） 

 当連結会計年度（2023年８月 31日） 

期首残高 期末残高 

顧客との契約から生じた債権 33,216 35,810 

契約資産 86,479 112,515 

契約負債 159,338 173,249 

  （注）１．契約資産は建築請負契約において、発生した工事原価に基づいて測定した進捗度により収 

益を認識したことによって生じた顧客に対する未請求の債権であります。連結貸借対照表

上、契約資産は「完成工事未収入金」に含まれております。 

      また、顧客との契約から生じた債権のうち「完成工事未収入金」に含まれる額は期首 11,902

千円、期末 12,774千円であります。その他に、流動資産の「その他」に期首 21,314千円、 

期末 23,035 千円含まれております。 

     ２．契約負債は建築請負契約において、引渡しを完了していない工事について、建築請負代金

として受領した金額を債務として認識しているもの、及び不動産売買契約に基づいて顧客

から受領した前受金であります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。連結貸借

対照表上、それぞれ「未成工事受入金」、「流動負債」の「その他」に計上しており、「流動

負債」の「その他」には期首 15,933 千円、期末 7,665千円含まれております。また、当連

結会計年度に認識した収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は 144,268

千円であります。 

 

（２）残存履行義務に配分した取引価格 

  残存履行義務に配分した取引価格は、１年以内で収益を認識すると見込んでおります。 

 

４．工事損失引当金に関する注記 

  売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額は、連結財務諸表「【注記事項】（連結損益計算書関係）」  

 に記載しております。 
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（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものであります。 

当社グループは主に建築事業及び不動産事業を行っており、取り扱う製品・サービスについて戦

略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社グループは、「建築・不動産事業」、「賃貸管理等事業」、「指定障がい福祉サービス事

業」の３つを報告セグメントとしております。 

「建築・不動産事業」は戸建て、アパート建築請負工事、土地建物販売の仲介業務及び土地建物

の売買業務を行っております。「賃貸管理等事業」は請負建築された戸建て、アパートの賃貸管理を

行っております。「指定障がい福祉サービス事業」は障がい福祉事業として、障がいのある方の就職

支援を行っております。 

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される

会計方針に準拠した方法によっております。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 2021年９月１日 至 2022 年８月 31日） 
      （単位：千円） 

 

報告セグメント 
調整額 
（注）1 

連結財務諸表計上額 
（注）2 建築・不動産 

事業 
賃貸管理等事業 

指定障がい福祉
サービス事業 

計 

売上高       

外部顧客への  
売上高 

 2,740,841 93,294 119,325 2,953,460 － 2,953,460 

セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

－ － 11,139 11,139 △11,139 － 

計 2,740,841 93,294 130,464 2,964,600 △11,139 2,953,460 

セグメント利益 385,417 23,505 53,511 462,434 △222,257 240,177 

（注）１．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、管理部門等

の一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と一致しております。 

３．報告セグメントごとの資産、負債その他の項目につきましては、報告セグメントに配分してい

ないため、開示しておりません。 
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当連結会計年度（自 2022年９月１日 至 2023年８月 31日） 
      （単位：千円） 

 

報告セグメント 
調整額 
（注）1 

連結財務諸表計上額 
（注）2 建築・不動産 

事業 
賃貸管理等事業 

指定障がい福祉
サービス事業 

計 

売上高       

外部顧客への  
売上高 

 3,132,419 125,443 123,585 3,381,448 － 3,381,448 

セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

－ － 20,108 20,108 △20,108 － 

計 3,132,419 125,443 143,694 3,401,557 △20,108 3,381,448 

セグメント利益 477,323 18,759 43,898 539,981 △226,979 313,002 

（注）１．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、管理部門等 

の一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と一致しております。 

３．報告セグメントごとの資産、負債その他の項目につきましては、報告セグメントに配分してい 

ないため、開示しておりません。 

  

  

【関連情報】 

前連結会計年度（自 2021年９月１日 至 2022 年８月 31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

（１）売上高 

    本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

 

（２）有形固定資産 

    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

  外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の 10％以上に該当する相手先がないため記載

を省略しております。 
 

当連結会計年度（自 2022年９月１日 至 2023年８月 31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

（１）売上高 

    本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

 

（２）有形固定資産 

    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 
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３．主要な顧客ごとの情報 

   外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の 10％以上に該当する相手先がないため記載

を省略しております。 
 
 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

前連結会計年度（自 2021年 9月 1日 至 2022 年８月 31日） 

 当社グループは、固定資産の減損損失について報告セグメント別には配分しておりません。減損損 

失の金額及び内容は、注記事項の連結損益計算書関係にて同様の情報が開示されているため記載を 

省略しております。 

 

当連結会計年度（自 2022年 9月 1日 至 2023 年８月 31日） 

 当社グループは、固定資産の減損損失について報告セグメント別には配分しておりません。減損損 

失の金額及び内容は、注記事項の連結損益計算書関係にて同様の情報が開示されているため記載を 

省略しております。 

 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

前連結会計年度（自 2021年 9月 1日 至 2022年８月 31日） 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 2022年 9月 1日 至 2023年８月 31日） 

該当事項はありません。 

 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

前連結会計年度（自 2021年 9月 1日 至 2022 年８月 31日） 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 2022年 9月 1日 至 2023年８月 31日） 

該当事項はありません。 
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【関連当事者情報】 

前連結会計年度（自 2021年９月１日 至 2022 年８月 31日） 

１．関連当事者との取引 

（１）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る）等 

種類 
会社等の
名称又は
氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議 決 権 等
の 所 有 
（被所有）
割合（％） 

関連当事
者との関
係 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 

役員及びそ
の近親者 

黒岩主信 － － 
当社代表
取締役 

（被所有）
100.00 

連帯被保証 

不動産事
故に関す
る保証極
度額 

15,000 － － 

（注）．公益社団法人全日本不動産協会に対して、不動産事故に関する連帯保証を受けております。 

なお、取引金額は、保証極度額を記載しております。 

 

（２）親会社又は連結子会社に関する注記 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 2022年９月１日 至 2023年８月 31日） 

１．関連当事者との取引 

（１）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

    該当事項はありません。 

 

（２）親会社又は連結子会社に関する注記 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

 
前連結会計年度 

（自2021年９月１日 
至2022年８月31日） 

当連結会計年度 
（自2022年９月１日 
至2023年８月31日） 

１株当たり純資産額 862.26円 1,281.84円 

１株当たり当期純利益金額 339.87円 439.58円 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

   ２．2023年 11月 30 日付で普通株式１株につき 5,000株の株式分割を行っておりますが、前連結会

計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び 1 株当たり当期純

利益額を算定しております。 

３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自2021年９月１日 
至2022年８月31日） 

当連結会計年度 
（自2022年９月１日 
至2023年８月31日） 

親会社株主に帰属する当期純利益金額 
（千円） 

169,933 219,789 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期
純利益金額（千円） 

169,933 219,789 

普通株式の期中平均株式数（株） 500,000 500,000 

 

４．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（2022年８月31日） 
当連結会計年度 

（2023年８月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 431,132 640,921 

純資産の部の合計額から控除する金額 
（千円） 

－ － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 431,132 640,921 

普通株式の発行済株式数（株） 500,000 500,000 

普通株式の自己株式数（株） － － 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期
末の普通株式の数（株） 

500,000 500,000 
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（重要な後発事象） 

 単元株制度の採用及び株式分割について 

  2023年 11月 29 日開催の定時株主総会に基づき、2023年 11月 30日をもって発行可能株式総数の変更

に伴う定款変更及び株式分割を行っております。また、2023年 11月 29日開催の定時株主総会に基づき、

2023年 11月 30 日をもって単元株制度導入に伴う定款変更を行い、１単元を 100株とする単元株制度を

採用しております。 

 
１．株式の分割及び単元株制度の導入の目的 
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、１単元を 100 株とすることで、株式の流動性の向上と投

資家層の拡大を図ることを目的としております。 
 
２．単元株制度の概要 

普通株式の単元株式数を 100株といたしました。 
 
３．株式の分割の概要 
① 分割の方法 
2023年 11月 29 日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の有する普通株 

式を１株につき 5,000 株の割合をもって分割いたしました。 

② 株式分割による増加株式数  
普通株式 499,900株  

③ 株式分割後の発行済株式総数 
普通株式 500,000株  

④ 株式分割後の発行可能株式総数 
普通株式 2,000,000 株  

⑤ 株式分割の効力発生日  
2023年 11月 30 日 

 ⑥ １株当たり情報に及ぼす影響 
  当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、（１株当たり情

報）に記載しております。当社は 2023 年 11月 29日開催の株主総会において株式の分割及び単元株制度

の採用、並びにこれに伴う定款の一部変更について決議いたしました。 
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⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

会社名 銘柄 発行年月日 
当期首残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

利率 担保 償還期限 

株式会社東日本地所 第１回無担保社債 2022年３月15日 
100,000 
(32,000) 

 68,000 
(32,000) 

0.36％ 無担保社債 2025年３月14日 

株式会社東日本地所 第２回無担保社債 2023年３月27日 － 
100,000 
(34,000) 

0.75％ 無担保社債 2026年３月27日 

合計 － － 
100,000 
(32,000) 

  168,000 
(66,000) 

－ － － 

（注）１．（  ）内で表示した金額は償還期限が１年以内の金額で、連結貸借対照表には「１年以内償還予定 

の社債」として計上しております。 

２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

 １年以内（千円） 
１年超２年以内 

（千円） 
２年超３年以内 

（千円） 
３年超４年以内 

（千円） 
４年超５年以内 

（千円） 

 66,000 70,000 32,000 － － 

 

【借入金等明細表】 

区分 
当期首残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

 
平均利率 

 
返済期限 

短期借入金 89,800 159,165 0.9％ － 

１年以内に返済予定の長期借入金 8,016 8,016 0.9％ － 

長期借入金（１年以内に返済予定の
ものを除く。） 

133,968 125,952 0.9％ 
2026年８月 
～2035年10月 

その他有利子負債     

 未払金（割賦） 4,210 5,517 2.0％ － 

 長期未払金（割賦） 6,091 573 2.0％ 2025年８月 

合計 242,085 299,224 － － 

（注）１．平均利率については、期末の借入金及び割賦未払金残高に対する加重平均利率を記載しており

ます。 

   ２．長期借入金のうち日本政策投資銀行からの借入金 50,000千円及び埼玉りそな銀行からの借入金 

60,000千円は、新型コロナ感染症対応緊急融資制度等による３年間無利息の借入金であります。 

   ３．その他有利子負債は割賦購入した車両の未払金額であります。 

４．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）及びその他有利子負債（1年以内に返済予定の

ものを除く）の連結決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりでありま

す。 

  
１年超２年以内 

（千円） 
２年超３年以内 

（千円） 
３年超４年以内 

（千円） 
４年超５年以内 

（千円） 

 長期借入金 8,016 17,096 16,992 16,992 

 長期未払金（割賦） 573 － － － 

 合計 8,589 17,096 16,992 16,992 
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【資産除去債務明細表】 

   明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第 15 条の 23 に規定する注記事項として記載されてい

るため、記載を省略しております。 
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（２）【主な資産及び負債の内容】 

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

（３）【その他】 

該当事項はありません。 
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第７【外国為替相場の推移】 

   該当事項はありません。 

 

 

第８【発行者の株式事務の概要】 

 

事業年度 毎年９月１日から翌年８月31日まで 

定時株主総会 毎事業年度末日から３ヶ月以内 

基準日 毎年８月31日 

株券の種類 － 

剰余金の配当の基準日 毎年２月末日、毎年８月31日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え（注）１ 

取扱場所 

株主名簿管理人 

取次所 

名義書換手数料 

新券交付手数料 

 

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

三井住友信託銀行株式会社 全国支店 

無料 

無料 

単元未満株式の買取り 

取扱場所 

株主名簿管理人 

取次所 

買取手数料 

 

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

三井住友信託銀行株式会社 全国支店 

無料（注）２ 

公告掲載方法 

電子公告により行う。ただし、電子公告によること

ができない事故その他やむを得ない事由が生じた

ときは、日本経済新聞に掲載して行う。 

公告掲載URL： 

https://higashi-nihonjisho.com 

株主に対する特典 該当事項はありません。 

（注）１．当社株式は、株式会社東京証券取引所への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律

第128条第１項に規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。 

   ２．単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所に上場された日から「株式の売

買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額」に変更されます。 

   ３．当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有してお 

りません。 

 (1) 会社法第 189 条第２項各号に掲げる権利  

(2) 会社法第 166 条第１項の規定による請求をする権利  

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受け

る権利 
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第二部【特別情報】 

 

第１【外部専門家の同意】 

該当事項はありません。 
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第三部【当該有価証券以外の有価証券に関する事項】 

該当事項はありません。 
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第四部【株式公開情報】 

 

第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】 

   該当事項はありません。 

 

 

第２【第三者割当等の概況】 

１．【第三者割当等による株式等の発行の内容】 

     該当事項はありません。 

 

   ２．【取得者の概況】 

     該当事項はありません。 

 

   ３．【取得者の株式等の移動状況】 

     該当事項はありません。 

 

 

第３【株主の状況】 

 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 
株式総数に対する所有株

式数の割合（％） 

黒岩 主信  (注)1, 2 埼玉県さいたま市緑区 500,000 100.0 

計 ― 500,000 100.0 

 （注）1. 特別利害関係者等（大株主上位 10名）  

2. 特別利害関係者等（当社の代表取締役） 
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